
平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 5 人

職員 13 人

主要 業務目的 課題

福祉技術者の育成
民間施設等でも受入て
おり、市への受入依頼は
減少傾向。

事務の効率化
窓口業務等を電算シス
テムにより効率よく行え
るようにする。

福祉・ボランティア教
育

子どもたちが、他人を思
いやる心等を育むことが
できるように手助けす
る。

バリアフリー関係事
業の広報

市で行われる、バリアフ
リー事業等を市民等に伝
える。

保健福祉事業の資料
提供

保健福祉行政の現状を
市民等に伝える。

社会福祉施設従事者
研修

社会福祉施設で働く人の
研修を行う。

総務課

昨年と同様に「保健福祉レポート」（冊子）を
作成する。

「保健福祉レポート」の作成
保健福祉行政の具体的な施策・事業に係る紹介や各種データ等の
資料提供を目的に、過年度の実績を中心に掲載した「保健福祉レポ
－ト」（冊子）を作成発行

昨年と同様に研修を行う。
社会福祉施設従事者研修事
業委託

市内社会福祉施設のサービスの質の維持・向上を目的に、保育
所、老人福祉施設、保護・児童・障害児者福祉施設、介護保険関連
施設などに従事する者に対する各種研修を実施

昨年と同様に小中学校で使用する副読本
「やさしさのあるまちづくり」を作成・配布す
る。

福祉・ボランティア教育用副
読本作成

子どもたちが地域社会の一員であることを自覚し、他人を思いやる
心やボランティア精神を育むことができるように、小中学生向け福
祉･ボランティア教育用副読本「やさしさのあるまちづくり」を作成・配
布

保健福祉局のホームページとともに、フェイ
スブック等でもお知らせする。

人にやさしいまちづくりの推
進

子どもから大人まで、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた
家庭や地域で安心していきいきと暮らせる「人にやさしいまち」を実
現するため、障害者スポーツの体験などバリアフリー関連事業や情
報提供等を実施

事業名 事業概要

受入人数・日数に応じて実習費用を徴収して
いる事業であり、依頼がある限りは、従前ど
おりに実施する。

社会福祉実習生受入事業
社会福祉士、介護福祉士等を養成する大学等からの依頼により、
学生を実習生として受け入れるもの

法律改正等による業務手順等の変更に対応
するためのシステム改修を行なう。

保健福祉総合情報システム
管理運用（１）

　保健福祉関連業務（障害福祉、高齢者福祉、児童手当、保育等）
の窓口業務を効率的でより正確に行うための電算システム（保健福
祉総合情報システム）の管理運用

課
長
名

倉知　宏
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費
8,727,592 千円

・保健福祉施策全体の円滑な進捗
・保健福祉施策に係る市の組織・人員や予算の調整
・他の組織に属さない施策や、新たな政策課題への対応

目安の金額

170,500 千円

課題解決に向けた強化・見直し内容



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○
地域社会の協働によ
る買い物支援の推進

高齢化や都市化が進む
本市の現状を踏まえた、
安心して買い物できる環
境づくりの円滑な推進

地域住民や民間事業者による取り組みの動
向を踏まえ、地域と民間を「つなぐ」仕組みづ
くりなどを通して、地域社会の協働による買
い物支援のネットワークづくりを推進する。

地域協働による買い物支援
モデル事業

買い物支援に関する相談体制の整備、ホームページを活用した民
間及び地域情報の集約と発信、関係者が広く参加した(仮称)買い物
応援ネットワーク会議の開催、住民参加による買い物支援のワーク
ショップと地域活動の立ち上げ支援を実施

中国残留邦人等に対して、日本語教室の開催や通訳の派遣などの
支援事業を実施

災害救助措置費
市内で発生した自然災害又は火事等による被災者に対し、災害弔
慰金、見舞金を支給

戦没者の追悼、中国
残留邦人等の援護、
被災者支援等

各種計画の策定およ
び推進

少子高齢化が進む本市
の現状や、国における社
会保障制度改革などの
動向を踏まえた、総合的
な計画の策定と円滑な
施策の推進

第四次北九州市高齢者支援
計画の策定

現行計画の期間満了を受けて、平成26年度中を目途に（仮称）次期
北九州市高齢者支援計画を策定

保健福祉の基本的計画の内容や、地域社会
の協働によるまちづくりについて、広く市民へ
の普及啓発に努める。

高齢社会対策について、国における次期介
護保険事業計画に係る議論の動向等を踏ま
えながら、新たな計画の策定に取り組む。

北九州市高齢者支援計画の
推進

高齢者支援計画の推進を図るため、「北九州市高齢者支援と介護
の質の向上推進会議」において、計画の進捗等について意見交換
を行う。また計画の普及・啓発のため、市民、関係団体、事業者等を
対象とした出前講演を実施

北九州市地域福祉計画の推
進

地域で暮らし活動するすべての人々と行政が一体となって地域福祉
を推進するための「共通の指針」として策定した「北九州市の地域福
祉(地域福祉計画)」について、市民や関係団体、事業者等に広く計
画の趣旨や内容の普及・啓発を実施

-

戦没者の追悼、中国残留邦人等に対する援
護、犯罪をした人の立ち直り支援、自然災害
等による被災者の支援は今後も継続する必
要がある。

社会福祉団体等補助 社会福祉の向上に資することを目的に6団体に補助金を交付

戦没者等慰霊事業 追悼式、平和祈念式典等、戦没者等の慰霊に関する事業の実施

社会を明るくする運動
法務省の主唱による全国的な運動で、更生保護に対する理解促進
のため街頭啓発等を実施

中国残留邦人等支援事業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

勤労青少年の健全育成のための指導や相談、各種の文化教養講
座、レクリエーション及びキャリアアップ支援等の場の提供

保健福祉局及び区役所における、保健福祉行政に関わる職員（正
規・嘱託・臨職）の人件費および社会保険料などの費用（介護保険・
国保年金等の特別会計分は除く）

勤労青少年ホーム改修 施設の維持補修を行い、財産価値を維持

研究集会等参加及び推進事
務（総務）

職員の人権問題に対する理解と認識を深めるために実施

保健福祉局及び区役所において、医療に従事する職員のＢ型肝炎
の予防対策のため、抗体検査とワクチン接種を実施

社会福祉統計事務費
国からの委託事業として、市民各層の生活実態を把握する国民生
活基礎調査及び厚生労働統計（社会福祉関係）の事務を実施

その他

社会福祉法第７条に基づいて、社会福祉に関する事項を調査審議
することを目的に設置した市の付属機関（法定）である「北九州市社
会福祉審議会」を運営

勤労青少年ホーム運営費

北九州勤労青少年文化セン
ター負担金

福岡県が設置した北九州パレスの管理運営経費について、県に対
し二分の一の負担金を執行

保健福祉職員費

社会福祉審議会等

B型肝炎予防対策事業

- -



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

総務課一般（労働費） 勤労青少年福祉行政に関する一般事務費

北九州ハイツ維持補修費 施設の維持補修を行い、財産価値を維持

レインボープラザ管理運営委
託

旧若松労働会館解体事業 施設の老朽化に伴う解体工事

社会振興管理費 社会振興事業に伴う一般管理費

レインボープラザ（公的団体入居部分）の清掃、警備、エレベーター
管理等

レインボープラザ改修 レインボープラザの施設維持を目的とした工事経費

斎場、動物愛護センター等の害虫駆除（年２回）

総務課一般 社会福祉総務費に関する総務課の一般事務費

保健福祉業務効率化事業
組織改正に伴う執務環境の整備等、保健福祉行政にかかる業務効
率化を図る事業（事務室移転等）

その他 - -

保健福祉維持管理費（区役
所分）

旧保健福祉センター（現保健福祉課、保護課）の事務に要する経費

草刈事業
害虫などの発生を予防し、美観の維持及び生活環境の保全等に寄
与するため、あき地等（保健福祉局所管の市有地）に繁茂した雑草
を除去する事業（年２回）

保健衛生事務費



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 7 人

職員 5 人

主要 業務目的 課題

○
保健福祉サービスの
苦情解決

匿名での相談も多く、苦
情申立てに繋がらない。

北九州市保健福祉オンブズ
パーソン事業

保健福祉サービスの利用者等からの苦情について、オンブズパー
ソンが面談し、内容を審理し、不当な点があれば是正を勧告するな
どの苦情処理を行う。

各区での巡回相談会の実施、ホームペー
ジ、ポスター、パンフレット等によるＰＲを実施
する。

監査指導課一般
市が所管する社会福祉法人、市内に存在する社会福祉施設に対す
る指導及び監査の実施にかかる事務費。

その他 － －

事業者等監査・指導事業
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事
項の指導・監査及び介護サービスの質の確保と保険給付の適正化
にかかる事務費。

千円 119,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

監査指導課
社会福祉法人・施設及び介護保険事業者に対する指導監査の実施やオンブズパーソンを活用した苦情処理等を行うことにより、保健福
祉サービスの質の確保を図るとともに、公正で信頼される保健福祉行政を推進する。

課
長
名

青栁　祥二
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

5,447



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 3 人

職員 8 人

主要 業務目的 課題

○

老人福祉施設整備（高齢者
支援課）

年長者研修大学校等の高齢者支援課が所管する市立老人福祉施
設の維持補修

老人福祉施設整備（高齢者
支援課）（拡充分）

高齢者に対して、介護予防の視点に立ちながら各種相談に応じると
ともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション活動を提供す
る新門司老人福祉センターを運営

全国健康福祉祭北九州市選
手団派遣事業

全国健康福祉祭（ねんりんピック）への参加を通じて、高齢者の健康
増進、社会参加、生きがいの高揚を図り、ふれあいと活力のある長
寿社会づくりを推進

年長者の生きがいと創造の
事業

校・地区老人クラブが行う友愛訪問活動等に対し経費の一部を助成
することで、高齢者が地域社会の一員として積極的な役割を果たす
活動を促進

市・区老人クラブ連合会活動
助成金

北九州市老人クラブ連合会事務局及び各区老人クラブ連合会の指
導力を強化することで、老人クラブ活動の活性化を図る

市・区老人クラブ連合会活動
助成金（拡充分）

長寿祝金
長年、社会に貢献してきた高齢者に対し、長寿をお祝いするため祝
金を支給

生きがい・社会参加・
地域活動の推進

・８割近くの高齢者が要
介護認定を受けていない
「元気高齢者」であり、い
きいきと充実した生活を
送るためにもいきがいづ
くりが重要。

・社会貢献活動や生涯学
習に参加したいと思って
もきっかけや情報がない
ため、参加しない場合が
ある。

・今後、高齢社会対策を
充実強化させるため、限
られた財源を有効に活用
することが必要。

・高齢者が培ってきた知識を深めたり、社会
の変化に対応した新しい知識を身につけたり
する活動を通じて交流やつながりを深めてい
くために、年長者研修大学校の充実や生涯
学習、スポーツ活動等の機会の提供・活動
支援に取り組む。

・老人クラブ活動など高齢者の主体的な地域
活動を支援するとともに、年長者いこいの家
をはじめとする高齢者が地域で活動する場
の提供や社会貢献活動などの情報提供に取
り組む。

・既存事業の見直しを検討する。

年長者研修大学校及び北九
州穴生ドーム運営事業

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを促進するとともに、地域活動
の担い手となる人材の育成を推進。高齢者をはじめとした市民の健
康づくりなどを行う北九州穴生ドームを運営

敬老行事補助事業
地域において自治会・婦人会等が中心となって開催する敬老会等
の敬老行事に対して、その経費の一部を助成（参加者（７５歳以上）
一人につき１，０００円）

新門司老人福祉センター管
理運営

千円 101,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

高齢者支援課
・「第三次北九州市高齢者支援計画」に基づく各種事業の着実な推進
・「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」を踏まえた総合的な認知症対策の推進

課
長
名

野瀬　昌弘
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

1,245,848



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

総合的な認知症対策
の推進

・６５歳以上の高齢者の
およそ８人に１人に認知
症の症状が見られ、今
後、高齢化の進行に伴っ
て更に増加することが見
込まれる。

・認知症になっても、住み
慣れた地域で安心して生
活できる環境づくりを推
進していく必要がある。

・庁内外の関係部局との連携強化や市として
の認知症取組方針を策定する。

・医療・介護等の連携をより強化するため、
認知症疾患医療センター運営事業の取組み
を推進する。

・早期診断・早期対応を図るため、初期集中
支援チームをモデル配置する。

・専門職の知識・技術の向上に向けた取組
みを推進する。

認知症疾患医療センター運
営事業 地域における認知症ケア体制の強化を図るため、認知症疾患医療

センターを増設し、保健・医療・介護機関等と連携を図りながら、認
知症疾患に関する鑑別診断、専門医療相談等を実施認知症疾患医療センター運

営事業（拡充分）

病院勤務者向け認知症研修
事業

病院勤務の医療従事者向けに認知症対応力向上研修を実施

人権研修（年長者研修大学
校）

年長者研修大学校の研修生を対象に人権研修を実施

高齢者いきがい活動支援事
業

高齢者の社会貢献活動や生きがいづくりを促進するため、参加しや
すいボランティア活動、生涯学習活動、仲間づくりなどの情報を総合
的に収集・提供

認知症対策普及・相談・支援
事業

認知症を理解し認知症の人やその家族を温かく見守る「認知症サ
ポーター」の養成を推進。本人や介護する家族が抱える不安や悩み
を気軽に相談できるコールセンターを運営

・８割近くの高齢者が要
介護認定を受けていない
「元気高齢者」であり、い
きいきと充実した生活を
送るためにもいきがいづ
くりが重要。

・社会貢献活動や生涯学
習に参加したいと思って
もきっかけや情報がない
ため、参加しない場合が
ある。

・今後、高齢社会対策を
充実強化させるため、限
られた財源を有効に活用
することが必要。

・高齢者が培ってきた知識を深めたり、社会
の変化に対応した新しい知識を身につけたり
する活動を通じて交流やつながりを深めてい
くために、年長者研修大学校の充実や生涯
学習、スポーツ活動等の機会の提供・活動
支援に取り組む。

・老人クラブ活動など高齢者の主体的な地域
活動を支援するとともに、年長者いこいの家
をはじめとする高齢者が地域で活動する場
の提供や社会貢献活動などの情報提供に取
り組む。

・既存事業の見直しを検討する。

新門司老人福祉センターの
管理（施設整備）

新門司老人福祉センターの維持補修

年長者いこいの家リフレッ
シュ事業

年長者いこいの家の改修工事（屋根等）を計画実施

敬老行事
高齢者を敬い、市民の高齢社会に対する認識を深めるため、長寿
のお祝いに関する事業を実施（年長者の祭典、敬老祝品（対象年
齢：１００歳））

年長者施設利用証広域連携
事業

市立の文化、観光、体育施設等（福岡市や熊本市、鹿児島市、下関
市の一部施設含む）を無料又は割引料金で利用できる「年長者施設
利用証」を交付

老人クラブ助成金 単位老人クラブの活動を支援するため助成を行う

生きがい・社会参加・
地域活動の推進

高齢者の健康づくり支援事業
市老人クラブ連合会が各校区で行う高齢者を対象とした健康づくり
に関する実践活動、健康に関する知識等についての普及啓発活動
の一部経費を助成

年長者いこいの家運営補助
金

年長者いこいの家の運営及び活動に必要な経費の一部補助



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

○

○

すこやか住宅改造助成事業
（高齢者分）

要介護等と判定され住宅の改修が必要な高齢者に,バリアフリー等
の改修費を補助

高齢者の在宅生活を
支えるサービスの充
実

・６５歳以上の高齢者の
増加とともに、介護や支
援を必要とする高齢者の
増加も見込まれている。

・介護や支援が必要に
なってもできるだけ在宅
生活を継続できるよう
に、在宅生活を支えるた
めのサービス充実が必
要。

・在宅生活を継続していくために支援が必要
な高齢者に対し、低所得者への負担軽減に
も配慮しながら、必要なサービスを適切に提
供していく。

日常生活用具給付等事業
介護保険で支給されない日常生活用具のうち、防災上の観点から
必要な自動消火器・電磁調理器・火災警報器を支給

在宅高齢者等理美容・寝具
洗濯サービス事業

在宅の寝たきり高齢者を対象に、訪問理美容サービス、寝具洗濯乾
燥消毒サービスを実施

権利擁護・虐待防止
の充実・強化

・認知症高齢者や対応困
難な事例の増加が予想
されるため、相談体制や
対応力の向上が必要。

・事業者や市民への高齢
者虐待・権利擁護につい
ての啓発が必要。

・弁護士会等の関係団体と連携しながら、高
齢者虐待に対応する職員のレベルアップ、事
業者や市民への高齢者虐待・権利擁護の啓
発に取り組む。

権利擁護・市民後見促進事
業

日常生活の見守りなどを中心とした成年後見業務を担う「市民後見
人」を養成。養成した後見人を登録し、後見業務を法人として提供す
る機関を支援

高齢者あんしん法律相談事
業

高齢者や家族を対象に、「借地・借家」「相続」「金銭管理」「近隣との
トラブル」などの法律問題について、各区役所で無料で法律相談を
実施

高齢者の虐待防止事業
高齢者に対する虐待の早期発見・通報から迅速かつ適切な対応、
継続的な見守りにいたる「高齢者虐待防止システム」を専門機関と
の連携により推進

認知症による徘徊行動で行方不明となった高齢者等を早期発見・保
護するため、「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステム」を運営、一
時保護施設を確保、ＧＰＳを活用した位置探索サービスを提供

家族支援等推進事業
認知症高齢者見守りサポーター派遣事業の実施、相談会・家族交
流会の開催等

認知症啓発・早期発見推進
事業

認知症に対する理解を深めるための啓発事業を実施。軽度認知障
害（ＭＣＩ）対策事業（認知症の早期発見につながる施策）を実施

地域福祉権利擁護事業
判断能力が衰えてきた高齢者などに金銭管理サービスなどを提供
する地域福祉権利擁護事業の実施に係る経費を北九州市社会福
祉協議会に補助

オレンジプラン推進事業
国が公表した「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」を踏ま
えて「北九州市版オレンジプラン」を策定。認知症初期集中支援チー
ムをモデル配置

総合的な認知症対策
の推進

・６５歳以上の高齢者の
およそ８人に１人に認知
症の症状が見られ、今
後、高齢化の進行に伴っ
て更に増加することが見
込まれる。

・認知症になっても、住み
慣れた地域で安心して生
活できる環境づくりを推
進していく必要がある。

・庁内外の関係部局との連携強化や市として
の認知症取組方針を策定する。

・医療・介護等の連携をより強化するため、
認知症疾患医療センター運営事業の取組み
を推進する。

・早期診断・早期対応を図るため、初期集中
支援チームをモデル配置する。

・専門職の知識・技術の向上に向けた取組
みを推進する。

認知症地域支援事業
認知症の人へ効果的な支援を行うため、医療、介護、地域支援者に
よるネットワークのコーディネーターとしての役割を担う人材を配置

認知症を予防するための心と
体の健康づくり事業

認知症の予防意識の向上を図るとともに、運動や創作プログラムを
取り入れた教室を開催

認知症高齢者等安全確保事
業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

その他 － －

市民税非課税世帯等で常時失禁状態にある在宅高齢者におむつを
給付

高齢者排泄相談事業 高齢者等の排泄に関わる相談窓口を設置

高齢者住宅等安心確保事業
ふれあいむら市営住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に高齢者の
安否確認や生活相談などを行う生活援助員を派遣し、高齢者の安
心を確保

高齢者の在宅生活を
支えるサービスの充
実

・６５歳以上の高齢者の
増加とともに、介護や支
援を必要とする高齢者の
増加も見込まれている。

・介護や支援が必要に
なってもできるだけ在宅
生活を継続できるよう
に、在宅生活を支えるた
めのサービス充実が必
要。

高齢者住宅相談事業
各区役所で、介護の必要な高齢者の住まいの改良に関する相談や
高齢者仕様の住宅建築に関する専門相談を実施

高齢者支援課一般 高齢者支援課の庶務的経費

・在宅生活を継続していくために支援が必要
な高齢者に対し、低所得者への負担軽減に
も配慮しながら、必要なサービスを適切に提
供していく。

高齢者地域交流支援通所事
業

閉じこもりがちな高齢者等を対象に、運動・栄養・口腔ケアの総合的
なプログラムにより、自立した状態が長く続くよう、市民センターで
サービスを提供

訪問給食サービス事業
栄養管理・改善の必要な一人暮らし高齢者に、栄養バランスの取れ
た食事を配達し、あわせて安否確認を行うことで、住み慣れた地域
での生活を支援

在宅高齢者等おむつ給付
サービス事業

家族介護慰労金支給事業
重度要介護高齢者を介護保険サービスを利用せずに介護している
家族に対して慰労金（年額１０万円）を支給

高齢者ふれあい入浴事業
高齢者が地域の公衆浴場でふれあう機会を提供して、孤独感の解
消や仲間づくりを支援



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 3 人

職員 7 人

主要 業務目的 課題

生活困窮者に対する
支援

・生活困窮の対象者の範
囲及び把握が困難であ
る。

○

○

○

高齢者等への気軽な
相談窓口の設置

・全体的に相談件数が少
ない

○
地域福祉ネットワー
クの充実･強化

・福祉協力員や民生委員
等地域の支援者間との
連携強化をする必要が
ある。

・相談件数に応じた、相談回数の見直し

いのちをつなぐネットワーク
事業

「いのちをつなぐ」をキーワードに、既存の地域におけるネットワーク
や見守りの仕組みを結びつけ、網の目を細かくしていくことで、支援
が必要な市民を一人でも多く救えるよう、地域と行政の力を結集し
て、地域での見守り･支援体制をさらに強化･充実する取組み。

・地域活動者や民間企業等更なるいのちネッ
ト事業の協力者の開拓

区民生委員児童委員協議会
事務運営費補助

各区民生委員･児童委員協議会を運営するために必要な経費を補
助する。

人権研修（民生委員･児童委
員）

地域において市民が抱える福祉問題の相談に携わる民生委員･児
童委員に人権研修等を行う。

心配ごと相談所運営委託（障
害ほか）

高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等
の様々な相談に応じ、その問題の解決に努める取組み。

生活困窮者自立支援モデル
事業

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、
本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施するとともに、地域
における自立･就労支援等の体制を構築することにより、生活困窮
者支援の制度化に寄与する取組み。

・モデル事業を実施して、事業の検証を行
う。

民生委員

社会奉仕の精神をもって、地区内の生活に困窮している人、児童、
心身障害者（児）、高齢者など、援護育成を必要とする者に相談、助
言を行い、福祉事務所や社会福祉施設などと密接に協力しながら、
地域社会の福祉の増進を図る取組み。

民生委員活動に対す
る支援

・民生委員の欠員地区が
継続して、発生している

・民生委員の活動が負担
に感じないようにする。

・民生委員活動の広報啓発
・民間企業退職者等への地域ボランティアの
協力依頼
・欠員地区の補充についての検討

・福祉協力員と民生委員の連携強化

・負担軽減策の継続実施

民生委員児童委員協議会補
助

「民生委員にかかる経費は行政が負担する」と規定されている民生
委員法第26条に基づき、、民生委員・児童委員協議会の活動に係
る経費の補助を行う。

千円 94,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

いのちをつなぐネットワーク
推進課

民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、いのちをつなぐネットワーク事業等の取り組みを通して、地域の高齢者を始め、支
援が必要な人を早期にに発見し、福祉サービスにつなげる地域福祉の充実強化を図る。

課
長
名

清田　啓子
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

2,838,019



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

保健・医療･福祉･地
域の連携強化

・イベント等がマンネリ化
している。
・参加者数が減少してい
る。

その他 －

○
・団体間の調整や地域の実態に
あったボランティア活動の調整等、
より効果的な活動支援

○
地域福祉を担う人材育
成・強化

多様化するニーズに対応す
るための効果的な研修の
実施

地域福祉の推進 補助金額の削減

生活改善等資金貸付金
同和地区の低所得者に対して、市社会福祉協議会を通じて生活改善等の資金の貸付を行う
ことにより、生活の改善と経済的自立の助長促進を図る（昭和６２年度末に貸付廃止、現在は
貸付金の回収・整理のみ）

低所得者等に対する
生活支援

回収が困難となっている債権の整
理

債権整理（放棄）の仕組みを整備するととも
に、債権回収に努める。生活改善等資金貸付事務費 上記貸付金の債権管理に係る事務経費補助

福祉金庫貸付金
市内の低所得者に対して、緊急に必要な資金を北九州市社会福祉協議会を通して貸し付
け、経済的自立と生活意欲の向上を図る

社会福祉ボランティア大学校
運営委託

地域福祉を担う人材の育成・強化のための各種研修を北九州市社会福祉協議会が運営する
ボランティア・市民活動センターと連携を図りながら効果的に実施

研修の見直し等を行い、複数回行っていた
研修の回数を減らす等、効率化を行い、事
業費を縮小。

社会福祉協議会補助 北九州市社会福祉協議会の法人運営に係る人件費及び事務費について補助金を交付
より効率的効果的な事務事業の実施により経費
削減に努め、補助金の削減を図る。

・少ない財源の中でも効果的な助成ができるよう、助成
方法を検討する。

北九州市地域福祉振興基金
積立金

各種地域福祉活動の基盤整備を図り、豊かなコミュニティづくりに資する目的で平成元年に
創設された北九州市地域福祉振興基金（愛称：ひまわり基金）に対する寄付金を積立

ボランティア活動促進事業 市社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターの活動に対し助成
・引き続き補助金を交付し支援することにより、より効
果的な活動支援を図る。

ウェルとばた管理運営事業
（指管）

「ウェルとばた」の福祉会館部分について平成18年度から指定管理者制度を導入し、効率的
に施設を管理・運営

北九州市地域福祉振興協会
補助

北九州市地域福祉振興基金（愛称：ひまわり基金）の運用収益を活用して、市内のボランティ
ア活動や住民参加による在宅福祉サービス事業など、市民の自発的な地域福祉活動に資す
る事業に対して、北九州市地域福祉振興協会を通じて助成

ボランティア活動の活性
化

・基金の取り崩しにより、助成金の
財源となる運用益が減少している。

いのちネット課一般
いのちをつなぐネットワーク推進課の管理運営経費並びに福祉有償
運送に係る経費。

－

ウエルとばた大規模修繕事
業

漏水の原因となっているファンコイル配管の改修工事

ウェルとばた（福祉会館）
の管理・運営

施設の経年劣化に伴い、より
多くの修繕が必要となってい
る。

施設利用者や、入居する市の機関・民間のテナント等
に支障の無いよう、必要な修繕を、計画的に行ってい
く。ウェルとばた修繕事業 「ウェルとばた」の福祉会館部分について、大規模修繕（１件200万円以上）を実施

保健･医療･福祉･地域連携シ
ステム推進事業

子どもから高齢者まですべての人が住みなれた地域で安心して暮
らしていくため、地域住民をはじめ、地域団体、保健･医療･福祉関
係者、民間事業者、行政機関等が、相互に連携･協働して、支援の
必要な人を地域で支えていく取組み。

・他区のイベント等の情報交換
・事例検討の導入推進



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

民間社会福祉事業従
事者の福利増進

他政令市において同種の事業が
実施されていない。

民間社会福祉施設の
整備促進

ここ数 近年、貸付金額が少なく、予
算残が目立つ。

災害時要援護者の支援
福祉避難所の十分な数の確
保

介護予防サービス計画費
・地域包括支援センターにおける、要支援認定者の予防給付ケアマネジメ
ント業務（介護予防サービス計画（ケアプラン作成））。
・本市基準を満たした事業者への、ケアプラン作成一部委託

予防給付ケアマネジ
メント業務

・総合事業の導入を想定
した見直し
・適切な人員配置
・適正なケアプラン作成
予定件数及び委託件数
の見積もり

・総合事業の導入を想定したケアプランの検
討・人員配置
・高齢者人口、要支援者数・ケアプラン作成
件数及び委託件数の伸び率を把握し、必要
な予算額を計上。

○
地域包括支援センター運営
事業

・介護予防ケアマネジメントや総合相談・支援等の機能を担う地域包括支
援センターを市内に24箇所設置、運営。
・バックアップ機能として各区に統括支援センターを設置、運営。

地域包括支援セン
ターの管理・運営

・地域包括ケアシステム
にむけた強化策の見直
し
・適切な体制作り・機能
確保

・地域ケア会議、医療との連携等の検討
・相談体制の強化のため、人員を増員。
・地域包括支援センターを適切に運営できる
よう、必要経費を計上。

福祉避難所等災害時避難対
策

福祉避難所として老人福祉施設、老人保健施設、障害者支援施設と設置協定を締結し、災
害時に施設の共有スペースを一時的に提供いただくとともに、計画的に災害用備蓄毛布を購
入

施設新設時の契約実施等、災害時の福祉避難所の確
保に努める。

地域保健活動支援事業 ・保健師による地域保健活動支援事業の実施
・保健福祉事業の一部業務・各種健診業務のための、地域担当看護職員
の委託
・不足する保健師の人員補填のための、嘱託保健師を雇用

保健師活動の支援

・地域の実情に合わせた
保健福祉活動の実施
・地域保健関係職員によ
る地域福祉ネットワーク
づくり支援

　各区の実情に合わせ、嘱託保健師及び地
域担当看護職員数を削減。

高齢者のための地域づくり事
業

民間社会福祉事業従事者共
済事業補助

北九州市社会福祉協議会において、民間社会福祉施設等に従事する職員の福利厚生のた
めに行う共済事業（福祉年金、脱退一時金の支給など）に対し補助金を交付 事業のあり方について検討

民間社会福祉施設整備資金
貸付金

市内の民間社会福祉施設に対して、建物の新築、改築及び修繕等に必要な資金を北九州市
社会福祉協議会を通して貸し付けることにより施設の充実を図る

事業のあり方について整理



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 7 人

職員 37 人

主要 業務目的 課題

○

北九州市高額介護給付等資
金貸付事業

介護保険サービス利用者に対し、１カ月の利用者負担額が一定の
上限額を超えた場合、申請により超えた額を「高額介護サービス費」
として払い戻し、この費用が払い戻されるまでの間、一時的に負担を
緩和するために必要な資金を貸し付けるもの

住宅改修支援事業
住宅改修を行う際に、担当のケアマネジャーがいない被保険者に専
門性を有する者が理由書を作成した場合に助成するもの

社会福祉法人による利用者
負担の軽減

市民税世帯非課税の人のうち、生計が困難な人に対して、介護サー
ビスの提供を行う社会福祉法人が、利用者負担の軽減を行った場
合、当該社会福祉法人に対して、軽減額の一部を助成するもの

低所得者対策（障害者ヘルプ
サービス）

障害者自立支援法（平成１８年４月施行）の適用対象から介護保険
制度に移行となった人のうち、一定の要件に該当する人に対して、
ホームヘルプサービスの利用者負担を軽減するもの（制度移行措
置）

介護保険料の賦課徴収にかかるシステム改修経費、介護保険料の
納入通知書の出力及び発送、点字分作成、介護保険料催告状の封
入封かん等に要する経費

研修広報費
介護サービス事業者などに対して実施する講習会や、市民等に制
度の周知を図るためのパンフレット等の作成・配付や説明会等に要
する経費

介護サービス等給付費 要介護者及び要支援者に対する保険給付（サービス）に要する経費

審査支払手数料
福岡県国民健康保険団体連合会へ委託している介護保険の給付
費に関する審査及び報酬支払事務に対する手数料

一般管理費（庶務的経費）
介護保険事業に係る訪問調査員嘱託員人件費、その他人件費,事
務費等

介護保険制度の適正
な運営

・持続可能な介護保険制
度の構築

・高齢化の進展に伴う介
護保険サービス費用の
増大

・適正な保険給付

・公平・公正な要介護認
定

・低所得者に対する保険
料や利用料の負担軽減

・平成27年度介護保険制度改正を踏まえ、
第6期介護保険事業計画の策定を行う。

・所得の低い高齢者等に対し、介護保険料
や利用料の負担を軽減する施策を引き続き
実施する。

・医療情報との突合・縦覧点検や介護給付費
のお知らせなどにより、保険給付の適正化に
引き続き努める。

・要介護認定の迅速化・平準化を図るために
介護認定審査会平準化委員会を定期的に開
催する。併せて認定審査会委員やかかりつ
け医への研修を実施する。

一般管理費（委託経費）
介護保険事業状況報告書（要介護認定者数、サービス利用状況等）
の作成に要する経費

事業計画一般管理費

介護保険事業計画の策定に関して、被保険者等の意見を反映させ
るための、学識経験者や事業者代表、市民代表等から構成される
「北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議介護保険分科
会」の開催経費

賦課徴収費

千円 370,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

介護保険課 高齢者を支える介護サービス等の充実を図り、介護保険制度の適正な運営を行う。

課
長
名

横山　久
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

102,661,368



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

認知症介護研修事業
介護従事者の指導者的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護
に必要な専門的な研修を実施するもの

介護保険相談事業
介護保険施設などの介護サービス現場に、相談員を派遣し、利用
者・家族からの相談に対応することで介護サービスの質的な向上を
図るもの

（再掲）
介護保険適正化事業

介護保険制度の適正な運営に資するため、介護事業所へのケアプ
ランチェックを実施するもの
また、介護保険制度の適正な運営に資するため、介護従事者のス
キルアップを図る様々な研修の実施とともに、介護福祉士などの潜
在的有資格者を対象に介護施設等の見学と研修を一体的に実施す
る就労支援セミナーを実施するもの

福祉人材バンク運営委託
福祉人材の育成と人材の確保のため、無料職業紹介所として、就労
に関する各種相談や求人求職のあっせんをするもの

認知症介護管理者等研修事
業

認知症高齢者にサービスを提供する事業所の管理者に対し、適切
なサービスの提供に関する認知症の専門的な知識等を習得させる
研修を実施するもの

福祉サービスの第三者評価
事業

介護サービスの質の向上と事業者選択情報のための情報提供を目
的として、介護サービス事業者の提供するサービス（介護老人福祉
施設・訪問介護など９サービス）の質について市が認定した民間評
価機関が評価するもの

・平成27年度介護保険制度改正を踏まえ、
第6期介護保険事業計画の策定を行う。

・所得の低い高齢者等に対し、介護保険料
や利用料の負担を軽減する施策を引き続き
実施する。

・医療情報との突合・縦覧点検や介護給付費
のお知らせなどにより、保険給付の適正化に
引き続き努める。

・要介護認定の迅速化・平準化を図るために
介護認定審査会平準化委員会を定期的に開
催する。併せて認定審査会委員やかかりつ
け医への研修を実施する。

認定調査費
要介護認定の審査判定に必要な訪問調査の実施、主治医の意見
書の徴収やより公正・公平かつ適切な認定調査を行うための研修の
実施に要する経費

介護保険適正化事業
介護保険制度の適正な運営に資するため、介護給付費の過誤請求
をチェックする介護給付費データ点検、給付費通知送付を実施する
もの

事業者支援指導業務
介護サービス事業所の運営の適正化、よりよいケアの実現を目的
に、運営基準や介護給付等サービスの取扱い、介護報酬の請求等
に関する事項について周知を行う経費

介護サービスの質の
向上と人材育成の推
進

・介護サービス分野にお
ける質の高い人材の安
定的な確保・育成

・介護サービス事業者に対し、継続的に実務
研修等を行うことによりスキルアップを図る。
また、人材の確保や育成に向けた取組みを
推進する。

介護認定審査会費
要介護認定を行うため、保健・福祉・医療の専門家により構成される
介護認定審査会の運営及び認定審査会の審査判定結果の被保険
者への通知に要する経費

介護保険制度の適正
な運営

・持続可能な介護保険制
度の構築

・高齢化の進展に伴う介
護保険サービス費用の
増大

・適正な保険給付

・公平・公正な要介護認
定

・低所得者に対する保険
料や利用料の負担軽減



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

老人保護措置費用負担金滞
納整理事務費

養護老人ホームに措置されている入所者については、本人及び扶
養義務者が、その負担能力に応じて負担金を支払うこととしている
が、これらについて滞納がある場合に、地方自治法に基づき、区役
所職員が督促等を実施するための経費

老人保護措置等事業（義務）
市が、社会福祉法人が設置する養護老人ホームに入所を措置し、
施設の人件費や入所者の生活費等について国の基準に従って負担
するもの

施設機能強化推進事業
軽費老人ホームを対象に、老人福祉施設の持つ機能を地域に還元
できるよう、優れた提案を行い実施した施設に対し、その実費に対し
実績に基づき補助金を交付するもの

養護老人ホーム入所者見舞
金

養護老人ホームに措置された入所者のうち収入が極めて少ない入
所者に対し、見舞金（月額1人3,000円）を支給するもの

要介護高齢者が在宅生活が困難になった場合などにおいても、可
能な限り住みなれた地域で生活を継続することができるよう、第三次
北九州市高齢者支援計画に基づき、民間事業者が行う介護保険施
設等の整備に対して、国や県の補助制度を活用して支援するもの

元利補給補助（老人福祉施
設）

社会福祉法人の施設整備に伴う借入金の償還利息に対し１％相当
を補助、平成１７年度から新規の補助は廃止しており、経過措置とし
て平成１６年度以前のものについて、償還期間の満了（２０２２年度）
まで継続して補助するもの

軽費老人ホーム運営補助 軽費老人ホームのうちＡ型と呼ばれる７施設の運営を補助するもの

・今後も適正な運営が行われるように、引き
続き補助を行う。

ケアハウス運営事業 軽費老人ホームのうちケアハウス１８施設の運営を補助するもの

生活支援ハウス運営事業
デイサービスセンターに居住部門が併設され、独立して生活するに
は不安のある高齢者に、介護、住居、地域住民との交流の場等を総
合的に提供する施設の運営を委託するもの

地域密着型サービス指定事
務

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定
に際し、学識経験者や市民代表などで構成する「地域密着型分科
会」の開催経費

地域に根ざした高齢
者福祉施設等の整
備・運営と在宅サー
ビスの充実

・できるだけ住み慣れた
地域で安心して生活でき
るよう、介護サービス等
を充実する。

・平成25年度に引き続き、第三次北九州市
高齢者支援計画に基づき、高齢者福祉施設
等を計画的に整備する。

・在宅サービスの充実を図るとともに、小規
模多機能型居宅介護や認知症グループホー
ムなどの整備を進める。

居宅サービス・施設サービス
事業所等指定事務

介護保険・老人福祉事業(訪問介護等の介護サービス・予防サービ
ス、介護老人福祉施設等の施設サービス、有料老人ホームの設置
等）の指定・更新等の決定や届出の受理、立入検査等を実施するた
めの経費

養護老人ホーム整備補助事
業

老朽化が進んだ養護老人ホームの改築にあたり、施設を運営してい
る社会福祉法人に対し改築費用の一部を補助するもの

民間老人福祉施設整備補助
事業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○
ボランティア活動によ
る介護予防

ボランティア登録者及び
活動者の増加

公設施設の施設整備事業
指定管理委託している市立の老人福祉施設について、基本協定書
に基づき大規模改修を実施するための経費

介護保険課一般 老人福祉法の施行に要する事務費等

市立老人福祉施設整備（介
護保険課）

指定管理者制度を導入している市立の老人福祉施設について、基
本協定書に基づき軽微な工事を実施するための経費（特別養護老
人ホーム１施設、デイサービスセンター２施設、計３施設）

介護保険特別会計繰出金
（義務）

他会計へ繰出を要する経費のうち義務的な経費

介護保険特別会計繰出金
（臨時）

他会計へ繰出を要する経費のうち臨時的な経費

市立老人福祉施設備品購入
指定管理委託している市立の老人福祉施設について、基本協定書
に基づき施設に必須の大型備品を購入するもの（特別養護老人
ホーム１施設、デイサービスセンター２施設、計３施設）

第１号被保険者保険料償還
金及び還付加算金

平成２５年度中に行われる平成２３年度及び平成２４年度の過誤納
付保険料の還付のための経費

償還金 国庫支出金等過年度分の償還するための経費

介護保険特別会計繰出金
（配分）

他会計へ繰出を要する経費のうち事務費等経常的な経費

予備費
当初予算議決後に予測することが不可能な支出に対応するための
予算

財政安定化基金拠出金

各市町村の安定的な介護保険財政運営のために、「福岡県介護保
険財政安定化基金」が設定されており、その財源は国、県、市町村
が１/３ずつ負担するよう定められており、福岡県財政安定化基金条
例に定める拠出率に基づき拠出するもの

介護給付準備基金積立金
北九州市介護給付準備基金に決算上生じた介護保険料の剰余金
を積み立てるための経費

介護支援ボランティア事業
高齢者が介護保険施設等でボランティア活動を行った場合に、その
活動を評価してポイント化し、貯まったポイントを換金・寄付できるも
の

ボランティア登録の促進を図るとともに、登録
者が活動につながるよう支援を行う。

職員費（介護） 介護保険事業に係る介護保険課・各区役所介護保険担当の職員費

その他 － －



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 7 人

職員 15 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

○

○

過去に配布した子宮頸がん・乳がんの無料クーポンの未使用者に、
再度、無料クーポンを配布するとともに、既受診者にはハガキ等に
よる個別勧奨を行う。（国庫補助事業）

特定健診・特定保健指導

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、４０歳～７４歳の
北九州市国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドローム
に着目した生活習慣病予防のための特定健診を実施する。また、
健診の結果、特定保健指導等により適切な事後フォローを実施す
る。

生活習慣病の重症リスク
の高い市民が多く、生活
習慣の改善や受診、治
療を促すために、特定健
診の受診率の向上を図
る必要がある。

各種の受診勧奨事業を継続して実施すると
ともに、受診後の適切なフォロー体制をさら
に充実させる。

訪問指導

健康増進法に基づき、生活習慣病発症予防及びその重症化予防の
ための保健指導や、療養上の保健指導が必要であると認められる
本人（40歳～64歳）及び家族に対し必要な保健指導を家庭訪問によ
り実施する。

生活習慣病が重症化しやすい市民を優先的
に支援するため、かかりつけ医との連携や、
さまざまな機会をとらえて科学的根拠に基づ
く情報を提供するなど効果的な予防活動を
充実させる。

がん検診推進事業
特定の年齢の市民を対象に、大腸がん検診の無料クーポンと検診
手帳を送付する。（国庫補助事業）

生活習慣病の予防、
重症化予防

がん等の早期発見・早期
治療のため、がん検診
等健康診査の受診率向
上を図る必要がある。

がん検診等の各種健康診査が受けやすいよ
うに、受診料1,000円以下で継続実施する。
国庫補助事業として、大腸がん検診の無料
クーポン配布と、過去に配布した子宮頸が
ん・乳がんの無料クーポンの未使用者への
クーポン再配布や既受診者への個別勧奨を
実施する。
企業・ボランティア等との連携を深め、継続
的に検診の普及啓発活動を行い、がん検診
受診者の増加を図る。

健康診査

健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業として、がんの早期
発見・早期治療等を図るため、胃がん・乳がん・子宮頸がん・大腸が
ん・前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、基本（若者）健診を実施す
る。

健康診査受診促進事業
がん検診等健康診査について、リーフレット配布や雑誌掲載、キャ
ンペーン活動などにより市民の健康管理意識の高揚や健康診査の
受診促進を図る。

【25年度補正予算】
働く世代の女性支援のため
のがん検診推進事業

千円 205,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

健康推進課

・特定健診受診率の上昇および効果的な保健指導の実施
・がん検診等健康診査の受診促進
・市民主体の健康づくり活動の充実
・食育及び歯と口の健康づくりの推進
・介護予防の総合的な推進

課
長
名

大庭　千賀子
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

1,918,430



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○
未実施校区の現状と課題を分析して、地域
の特性に応じた実施方法を検討する。

企業との連携による健康づく
り事業

職域や地域における健康づくり・介護予防に関する優れた取り組み
を表彰し、受賞した企業・団体で協議会を構成し健康づくりについて
情報発信を行う仕組みを構築する。

企業や地域団体等が実施している、他者の
参考となるような先進的、効果的な健康づく
りの取り組みを把握すべく「北九州市健康づ
くり活動表彰」のＰＲを強化する。
また、それらの取り組みを広く情報発信する
ための仕組みとしての協議会、事例集の作
成・配布等を工夫する。

北九州市受動喫煙防止啓発
推進事業

健康増進法２５条に基づく受動喫煙防止対策を推進するために関
係団体や専門家との情報共有や意見交換を実施する。

受動喫煙の害についての効果的な啓発活動
を検討する。

健康づくり推進員養成・活動
支援事業

地域における健康づくり・介護予防を推進するリーダー育成のた
め、健康づくり推進員を養成するとともに、健康づくり推進員が地域
で行う健康づくり・介護予防に関する情報発信や、ウオーキングなど
の活動を支援する。

市民主体の健康づく
り活動の推進

地域・職域と連携し、市
民一人ひとりの健康を支
える環境を整える必要が
ある。

健康づくり推進員の養成・支援を継続し、地
域において主体的な健康づくり活動を推進す
る担い手を育成していくことで、行政主導の
取り組みから市民主体の取り組みへとシフト
する。

住民主体による快適な健康
づくり事業

市民センター等を拠点として、市民が主体となって話し合い、目標設
定、計画づくり、実践、事業評価をひとつのサイクルとした健康づくり
事業を、まちづくり協議会、健康づくり推進員の会、食生活改善推進
協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、行政（保健師
等）などの連携により実施する。

健康教育

健康増進法第４条に基づき、高血圧症や糖尿病等のため生活習慣
の改善が必要な人への保健師・栄養士等による個別保健指導、区
役所・市民センター等で様々な健康課題をテーマとする集団教育を
実施する。（健康増進事業：1/3補助）

生活習慣病の予防、
重症化予防

生活習慣病の重症化リ
スクの高い市民が多い。
健康な生活習慣を維持
するための知識を深める
必要がある。

生活習慣病が重症化しやすい市民を優先的
に支援するため、かかりつけ医との連携や、
さまざまな機会をとらえて科学的根拠に基づ
く情報を提供するなど効果的な予防活動を
充実させる。

健康相談

主に40歳～64歳の市民を対象に、市民センターでの定期的な「健康
なんでも相談」や、区役所での面接・電話相談、各種健康教室来所
者に対しての個別相談など、市民の心身の健康に関する相談につ
いて保健師・栄養士等が助言・指導する。

健康増進事務
健康増進法に基づき、特定健診・保健指導の記録、その他健康の
保持のために必要な事項を記載し、住民自らの健康管理と適切な
医療の確保に資するため、「健康手帳」を作成・配布。

健康手帳が市民の生活習慣の改善や健康
づくりの推進に寄与するように内容の充実を
図る。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

○

○

○

食育及び栄養改善の
推進

食育上の課題の多い世
代や無関心層への意識
向上を図る必要がある。

無関心層や若い世代が関心を持つような方
法を検討し、より一層の食育推進する。

「ふれあい昼食交流会」支援
事業

北九州市食生活改善推進員協議会が実施する「ふれあい昼食交流
会（一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯を対象に食事を通したふ
れあいの場を提供）」に対して補助金の交付及び献立作成、調理衛
生指導等の支援する。

全市民センターでの開催にむけて、より一層
支援する。

健康増進法及び母子健康法に基づき、40歳・50歳・60歳・70歳の節
目年齢の者を対象とした歯周疾患検診及び、妊娠中及び出産後１
年以内の者を対象とした妊産婦歯科検診を実施。
また、歯科口腔保健の推進に関する法律第15条に規定されている
「口腔保健支援センター」を設置する。

お口の元気度アップ事業

６５歳以上の高齢者を対象とし、「健口相談」、「おいしく食べる健口
塾」、「お口の元気度チェック」、「健口ストレッチ講座」など、口腔機
能向上推進研修会・講演会の開催や口腔機能向上のＰＲ冊子等の
作成を行う。

要介護高齢者の食を支える
口腔ケア対策事業

介護関係者を対象とした口腔ケアや食機能支援、訪問による歯科
診療等の研修会・事例検討会を開催し、歯科医師や歯科衛生士等
の歯科職とケアマネジャー、訪問看護師等のその他の関係職種と
の連携を深め、要介護高齢者や家族、介護・医療関係者等に対して
の普及啓発活動を行い、要介護高齢者の口腔健康状態の維持・向
上を推進し、介護の重度化を防止する。

きたきゅうしゅう食育ネット

第二次北九州市食育推進計画の進捗管理にあたって、有識者等か
ら意見を聴取するため、「(仮）北九州市食育推進懇話会」を設置。
併せて、食育に関する情報発信の充実や関係団体等のネットワー
クづくりを進め、お互いの情報共有や相互連携・協力による食育の
推進する。

歯科保健事業

母子保健法に基づき、妊産婦、乳幼児やその養育者を対象とした
様々な歯科保健事業(1歳６か月児・３歳児歯科健康診査、フッ化物
塗布事業、親子歯科健診、歯科保健指導）の実施、４歳児（年中児）
と５歳児（年長児）を対象とした歯科検診を幼稚園、保育所等におい
て実施する。

歯と口の健康づくり
の推進

3歳児のう蝕有病者率の
減少や、歯と口の健康と
全身疾患の関係につい
ての認知度を普及啓発
する必要がある。

他職種や関係機関・団体と連携した普及・啓
発を行うとともに、受診率の向上や参加者の
増加を図る。

歯ッピー・ヘルシー・北九州
事業
（口腔保健支援センター運営
事業）



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

○

○

介護予防に関する普及・啓発
事業

介護予防への関心を高め、その重要性や正しい知識を一般に広く
周知するため、講演会や新聞・リーフレットなどを活用したＰＲ活動を
行う。また、地域主体で介護予防を推進するため、健康づくり推進員
等の活動支援やスキルアップ研修を実施する。

事業ターゲットとなる「高齢者」に「健康づく
り・介護予防」に取り組んでもらうため、効果
的かつ興味を持ってもらえるよう啓発手法等
に創意工夫を凝らす。

若者を活用して効果的な取り組み方法を検
討し、情報発信や普及啓発を行う。

新・食生活改善推進員による
訪問事業

食生活改善推進員が高齢者宅を訪問し、栄養に関する状況確認や
助言を行うことで、高齢者の低栄養予防の普及啓発を図る。必要に
応じて地域包括支援センターへの情提供を行う。

低栄養状態による要介護のリスクが高まるこ
とを防ぐために、高齢者宅を訪問し、低栄養
予防の普及啓発を図る。

○ 健康マイレージ事業

介護予防・生活習慣改善等の取り組みや健康診査の受診等をポイ
ント化し、そのポイントを健康グッズなどと交換することで、健康づく
りの重要性を広く普及啓発するとともに、市民の自主的かつ積極的
な健康づくりへの取り組みを促進する。

介護予防の総合的な
推進

高齢者数の増加に伴
い、要介護認定のリスク
が高まっている。
中高年代から日常的な
健康づくりの習慣づけが
必要。

市民、とりわけ中高齢者の方々に、健康づく
りに取り組んでもらうためのきっかけとなるよ
う、地域のボランティアなどと協力して、事業
のＰＲや対象事業の掘り起こし、参加の呼び
かけ等を強化する。
また、健康づくり・介護予防の重要性を広く普
及啓発するために、他の事業やイベント等に
おいても、本事業を積極的に紹介する。

市町村栄養改善事業

市民の食生活改善を推進するため、市民センター等での減塩普及
講習会を実施。地域における食生活改善に取り組むボランティアで
ある食生活改善推進員を養成。食生活改善推進員が地域における
食生活改善に取り組むために活動年数に応じた研修を実施するな
ど、継続的に育成、支援を実施する。

食育及び栄養改善の
推進

食育上の課題の多い世
代や無関心層の意識を
向上する必要がある。

食に関する講演会等多く開催されており、参
加者が増えていないため、食生活改善大会
を廃止する。

高齢者食生活改善事業
介護保険法に基づく地域支援事業における「栄養改善」を目的とし
た一般高齢者対策として、高齢者の低栄養状態の予防の重要性や
正しい知識と技術の普及・啓発を図る。

各教室の広報活動や低栄養状態を予防する
ことの重要性についての普及啓発方法の見
直しを行う。

新・若い世代の食育推進
学生たちがワークショップ等により、食育に関する課題を見つけ、改
善に向けた取り組みを検討し、啓発活動を行う。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

元気でハツラツ健康アップ教
室

要支援・要介護状態になることの予防を目的に地域で市民が主体
的に高齢者の健康づくり・生活機能低下の予防を行う教室の実施を
支援する。

高齢者尿失禁予防事業

閉じこもりなどの生活機能の低下を招く原因の１つである尿失禁に
関する正しい知識の普及・啓発や尿もれ予防体操の実技指導、医
師の個別相談などを行うことで、日常生活習慣の改善や生活の質
（QOL)の向上を図る。

公園で健康づくり事業

高齢者等の健康づくりに効果的な健康遊具を設置した公園で、健康
遊具の適切な利用法や運動方法を学ぶ健康づくり教室を開催する
など、身近な公園を活用した市民の継続的な健康づくり活動を支援
する。また、「公園で健康づくり普及員」の養成講座を行い、地域で
の普及・啓発を図る。

高齢者のための筋力向上ト
レーニング啓発事業

高齢者の日常生活に必要な筋力の維持・向上を図り、介護予防の
普及・啓発を図るため、65歳以上の高齢者を対象に、ストレッチなど
自宅でも続けられる運動を中心としたトレーニング教室を開催する。

介護予防の総合的な
推進

高齢者数の増加に伴
い、要介護認定のリスク
が高まっている。

比較的軽度な要支援・要介護者の原因疾患
の主な要因が「ロコモティブシンドローム」で
あることから、「運動教室」等を実施し、運動
に取り組むきっかけづくりを提供するもの。
併せて、教室等参加者が教室終了後、自主
グループなどを形成していけるよう支援を行
う。

百万人の介護予防事業

介護予防を目的に、65歳以上の高齢者を対象に、北九州市が独自
に開発した「きたきゅう体操（介護予防体操）」及び「ひまわりタイチー
（介護予防太極拳）」の教室を開催する。また、きたきゅう体操及び
ひまわりタイチーを身近な地域で自主的に継続して行うとともに、い
きがいづくりを進めるため、普及員の養成や自主グループの活動支
援する。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

－

－

国保データベースへの移
行を検討。

健康推進課一般 健康推進課の庶務的経費

その他

－

健康づくり推進会議運営事業

平成25年度からスタートした「北九州市健康づくり推進プラン」の推
進について、有識者や関係者から幅広く意見を聞くため、健康づくり
の推進にかかる意見交換会を設置し、関連事業の取り組み状況や
数値目標の達成状況などの進捗管理を行う。

－

地域健康づくりデータベース
管理運用

住民基本台帳・介護保険等のデータを統合したデータベース〔｢地域
健康づくりデータベース｣（平成15年度構築）〕を活用し、地区担当制
をベースとした地域保健活動計画を立てるための資料を提供する。

必要な抽出データの再検討を行う。

二次予防事業対象者把握
介護予防を実施するために、基本チェックリストにより、生活機能の
低下のおそれのある高齢者を把握する。

介護予防の総合的な
推進

高齢者数の増加に伴
い、要介護認定のリスク
が高まっている。

要支援者など軽度な介護状態になる前に、
生活機能の低下の恐れにある高齢者(=二次
予防事業対象者)を把握し、地域包括支援セ
ンターのケアマネジメントの下、適切な介護
予防メニューを提供する。

通所型介護予防事業
高齢者が要支援・要介護状態となるになることの予防を目的に運動
器の機能向上・口腔機能向上・複合型（運動・口腔・栄養）の教室を
行い高齢者のＱＯＬを高める。

訪問等による介護予防支援
事業

生活機能の低下のおそれのある高齢者に対し、保健師・看護師等
が訪問等を行い、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、
必要な相談・支援を行う。



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 9 人

職員 9 人

主要 業務目的 課題

北九州で生活保護を申請している者及び生活保護を受給して
いる者であって、緊急のため扶助費が支給されるまでの間、
生活費の一部を立て替えて援助する必要がある者に対して貸
付を実施

住宅手当緊急特別措置事
業

一定の条件を満たした離職者に対し、住宅費を給付し、就職
活動の支援

ホームレス対策推進事業
ホームレスに対して、宿泊の提供、健康診断、生活相談・指
導、職業相談・紹介等を行う「ホームレス自立支援センター北
九州」を運営

生活保護費
生活保護法に基き、生活困窮者に対し、健康で文化的な最低
限度の生活を保障し、その自立を助長

法令等に基づく生活
困窮者の救済

－ －

中国残留邦人等支援給付
金

中国残留邦人への支援策として平成２０年度から行うことと
なった「老齢基礎年金を補完する生活支援給付」事業の経費
で、生活保護基準に準じて実施

要保護世帯向け不動産担
保型生活資金貸付事業

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続
けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産
を担保として生活資金の貸付

生活援助資金等貸付事業

千円 180,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

保護課
保護が必要な方が保護の適用から漏れることのないよう、また、必要でない方が漫然と生活保護を受けることのないよう、生活保護の
適正実施に努める。

課
長
名

早﨑　寿宏
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

47,747,939



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

就労意欲に乏しい対象
者の割合が大きくなって
おり、効果的な支援を行
う必要がある。

生活保護受給者の増
加、高齢者の増加等によ
り、医療・介護扶助費が
年々増加している中、適
正化を図る。

不正受給の件数・金額が
年々増加しており後を絶
たない。

不正受給と判断する調
査には膨大な時間と労
力を要する。

精神疾患のある生活保
護受給者に対して、専門
知識が乏しく、個々の
ケースによって状態も違
うため、効果的な処遇を
行うことが困難である。

健康面等を含めた入所
者への総合的な支援を
実施する必要がある。

心理ケア支援事業

各区福祉事務所に臨床心理士（嘱託員）を配置し、生活保護
決定・実施の際に心理学面からの判断やケースワーカーへの
技術的助言及び指導、精神科嘱託医・精神保健福祉センター
との技術的連携を実施

臨床心理士を配置することで生活保護受給
世帯の心理的なアセスメントを行い、ケース
ワーカーへ専門的な支援、助言を行うことで
ケースワークが円滑に進むよう取り組むと共
に福祉事務所の精神保健福祉分野の体制
を強化する。

居宅生活移行支援事業

社会福祉法第２条第３項に規定する生活困難者のために無
料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設（以
下「無料低額宿泊施設」という。）において、入所者への生活
指導等を実施（自立支援プログラム策定実施推進事業）

福祉事務所等、関係機関との連携を図りな
がら入所者への支援を行うよう、施設運営者
に指導する。

生活保護等の適正実
施

就労意欲喚起事業を平成25年度から全区に
展開し支援を行っており、通常のカウンセリ
ングや職業紹介とあわせ、ハローワークとの
連携を更に進め、効果的な自立支援を行う。

医療・介護扶助適正化事
業

診療・介護報酬の審査委託、レセプト点検、看護師を活用した
頻回受診者の適正受診指導、後発医薬品使用促進指導、ケ
アマネを活用したケアプランチェックなど、生活保護における医
療・介護扶助の適正化

医療・介護扶助の適正化は国としても重要な
課題であり、看護師、ケアマネジャー等専門
職を活用して適正化を図る。

不正受給防止対策推進事
業

警察等関係機関との連携強化を図るとともに、効果的な不正
受給防止対策の検討、啓発の推進［不正受給防止対策員（警
察ＯＢ）２名の常駐配置］

不正受給防止対策員（警察ＯＢ）を活用し、
警察等関連機関との連携を図るとともに、原
因の分析や効果的な不正受給防止対策を
実施する。

不正受給防止対策推進事
業（拡充）

不正受給対策をさらに強化するため、小倉北区と八幡西区に
適正化調査員を各２名追加配置

新たに「生活保護適正化推進調査チーム」を
発足させ、通報受付及び不正（受給）が疑わ
れるケースの調査を徹底し、適正化を推進
する。

生活保護受給者に対する
自立支援事業

多様で複雑な問題を抱える生活保護受給者に対し、それらの
問題を解決し少しでも早く生活保護から自立できるように、就
労支援プログラムや年金調査支援プログラム等の各種自立支
援プログラムを活用し、専門的に支援する職員（専門員）を各
区に配置し自立支援を実施



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

地区現業員が生活保護
における十分な知識がな
いまま業務に携わり、被
保護者に対して適切な指
導援助が行われていな
い事例が見られる。

生活保護業務が幅広い
保健・福祉・医療サービ
スや司法に関する知識を
求められており、それら
に対応する研修の実施
が必要である。

中国残留邦人への支援策として実施している「老齢基礎年金
を補完する生活支援給付」事業の経費

ホームレス自立支援セン
ター北九州耐震補強工事
事業

ホームレス自立支援センター北九州の耐震工事を行う

元利補給補助（救護施設）
社会福祉法人が北九州市に建設する救護施設の整備のため
に、独立行政法人福祉医療機構から借入、返済することとな
る利子の一部補助

その他 － －

保護課一般
生活保護法による事務を実施するにあたって必要な監査・指
導・調査・事務連絡等の経費

被保護世帯調査等経費
要保護者の保護の決定又は実施のために有効な調査等の経
費

事務処理効率化事業
生活保護電算システムを使用することにより、事務の効率化
を図る

中国残留邦人等支援給付
金事務費

指導監査委託費
生活保護法施行事務監査を行うため生活保護指導職員を置く
ものであり、当該職員に要する経費（事務費）を計上

生活保護関係職員の
指導・育成

　各地区現業員の業務水準に合わせた適切
な助言指導を行うとともに、適宜監査項目の
見直しを行い、各福祉事務所の実施水準の
向上を図る。

生活保護関係職員研修事
業

福祉事務所職員に対し生活保護制度や接遇、カウンセリング
のほか他法他施策等の研修を実施、社会福祉主事任用資格
を有しない職員に対し通信教育の方法により資格を取得させ
る

生活保護制度はもとより、接遇、カウンセリン
グ、他法他施策等の研修や事務処理の演習
を行うことで生活保護業務に従事する者とし
ての資質向上を図る。



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目コ
ス
ト

事業費 26年度当初予算額 人件費 目安の金額 課長 3 人

係長 8 人

職員 21 人

主要 業務目的 課題

○

○

高齢者・障害者相談コーナー
充実事業（「障害福祉課一
般」の一部）

障害者手帳交付や各種公的福祉サービスの受付・支給決定を行っ
ている区高齢者・障害者相談コーナーの窓口職員の資質のレベル
アップを図るための研修の充実

ピアカウンセリング事業

同じ障害や問題を抱える者同士が仲間の立場から相談を受けるこ
とにより、自立生活のための情報や生活技術の提供、自信回復な
どの精神的サポートをするもので、障害種別に応じて複数のNPO法
人等に委託して実施

ピアカウンセリング事業（拡
充）

ピアカウンセリングについて、１ヶ月１人あたり請求できる回数を６回
に改定

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

障害者相談支援事業

障害者基幹相談支援センターを設置し、よろず相談窓口として家庭
訪問を含む相談支援を行うとともに、障害者虐待防止センターの機
能を持たせて、虐待に関する通報の受理や養護者への指導、啓発
などを実施、総合療育センター内地域支援室において、障害児の相
談対応

相談システムの構築

・障害のある人に対する
迅速かつ適切な相談対
応
・相談支援事業者や相談
支援専門員の不足によ
り、利用計画作成が進ん
でない。

・障害者のさまざまな課題に、迅速かつ適切
に対応できるよう相談業務のレベルアップと
体制の強化を図る。
・平成２６年度末までに障害福祉サービス利
用者等にサービス等利用計画を作成する。

障害者相談支援事業(拡充）
障害者基幹相談支援センターへの総合コーディネーターや臨時職
員及びろうあ者相談員の配置

障害福祉課
障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、安心していきいきと暮らすことのできる共生のま
ちづくり

課
長
名

山田　裕司
33,065,606 千円 272,000 千円



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

生活支援ワーカーを配置した知的障害者生活支援センターを設け、
地域において単身生活をしている知的障害者の相談に応じ、地域
生活に必要な支援を行うことにより、地域生活の安定と福祉の向上
を図る。

総合療育センター再整備事
業

施設の老朽化や障害児・者のニーズの多様化、拡大化等に対応す
るため、総合療育センターを再整備

早期発見・療育体制
の整備

・施設の老朽化・狭隘化
（総合療育センター）
・事業の継続実施

・機能面では、診療体制の充実や病床の増
設等を行うとともに、施設面では、診察室な
どの増設や、病室の個室化・ユニット化など
を図る。
・法律に基づく適正な事務の執行

（仮称）総合療育センター西
部分所整備事業

市西部地区から総合療育センターを利用する方の負担を軽減する
ため、（仮称）総合療育センター西部分所を設置

北九州市障害者自立支援協
議会

障害があっても安心して自立できる地域社会の実現のため、障害者
団体、学識者、教育・雇用・医療の関係者、相談支援事業者などで
構成する協議会を設置し、相談支援事業者の中立・公平性の確保
や権利擁護システムの構築、社会資源の開発・改善等

相談システムの構築

・障害のある人に対する
迅速かつ適切な相談対
応
・相談支援事業者や相談
支援専門員の不足によ
り、利用計画作成が進ん
でない。

・障害者のさまざまな課題に、迅速かつ適切
に対応できるよう相談業務のレベルアップと
体制の強化を図る。
・平成２６年度末までに障害福祉サービス利
用者等にサービス等利用計画を作成する。

障害者相談員設置費

身体障害当事者や知的障害の家族が相談員となり、身体障害者の
更正援護の相談に応じ必要な指導を実施、知的障害者の相談に応
じ更正のために必要な援助を実施、障害者の地域活動の推進、関
係機関の業務に対する協力、援護思想の普及等

相談支援給付費
障害福祉サービス利用者を対象に、指定特定相談支援事業者が行
うサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用
計画の見直しについて、計画相談支援給付費を支給

知的障害者生活支援事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

障害児及びその家族が主体となって長期休暇等の間に活動してい
る団体にボランティアを派遣し、障害児の家族の介護負担を軽減す
るとともに、各種プログラムを提供

障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度障害児に対し、その障害によって生ずる特
別な負担の軽減を図るために手当を支給

特別児童扶養手当事務費
心身に重度の障害を持つ20歳未満の児童を扶養する者に対して手
当を支給（手当支給事務は福岡県が実施し、北九州市は受付事務
のみ）

総合療育センター医療機器
整備

総合療育センターの医療機器を新規購入又は更新

早期発見・療育体制
の整備

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行

日中一時支援事業
障害のある人を家庭で介護できない場合に、障害福祉サービス事
業所等で一時的に預かり、障害のある人の居場所づくりや家庭の
就労支援・介護負担を軽減

心身障害児（者）家庭訪問指
導員

在宅の心身障害児（者）及びその保護者を対象に、定期的な家庭訪
問を行い、個人やグループなどへの生活指導、療育訓練等を実施

障害児の長期休暇対策事業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

おもちゃライブラリー運営委
託費

障害児の障害程度・種別に応じ、療育と教育の一環として、おもちゃ
を通じて身体的・精神的発達を促すため、おもちゃの貸し出し、研究
及び相談を実施

早期発見・療育体制
の整備

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行

障害児施設運営費 指定管理者制度により市立障害児施設を管理・運営

障害児等療育支援事業
在宅障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育
指導、相談等が受けられる療育機能を充実

障害児利用者負担軽減事業

平成１８年１０月施行の児童福祉法改正により、障害児施設の利用
者は、利用したサービス量の定率負担分（１割相当額）及び食費等
を負担することになり、従前よりも負担額が増加したため、本市独自
で負担を軽減

民間心身障害児施設運営補
助

民間心身障害児施設の運営を図るため、施設管理、入所者処遇、
職員処遇に係る経費を補助

障害児通所・入所支援
障害のある子どもに対する保護、日常生活の指導及び知識技能の
付与のため措置した児童及び障害児サービスを利用した児童に要
する費用を支給



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行

障害福祉サービス事業（施設
型）

障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス（通所系・施設入
所）利用者（支給決定者）に係る費用負担等

重度障害者訪問給食サービ
ス事業

ひとり暮らしの重度障害のある人に対し、栄養バランスのとれた食
事を届けることによって、自立を支援するとともに安否確認を行い、
異常時の対応を適切かつ速やかに実施

訪問入浴サービス事業
自宅や施設などで入浴することが困難な常時介護を要する重度障
害のある人に対し、看護師やヘルパーが乗車した移動入浴車を派
遣し、入浴サービスを提供

自立支援医療給付費
身体障害のある人の障害を軽減・除去するために必要な医療費（更
生医療）や精神障害のある人の通院医療費（精神通院医療）の自己
負担額の一部を助成

居宅系介護給付費及び移動
支援事業（義務）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）に基づく、障害福祉サービス（居宅系）利用者
（支給決定者）に係る費用負担等

障害福祉サービス等
の提供等

障害児（者）日常生活用具給
付費

日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対し、介護・
訓練支援用具や自立生活支援用具などを給付又は貸与



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

市立障害福祉施設及び普通財産の貸付施設の特定外建築物のう
ち、昭和56年6月以前の建築物について、耐震診断を実施

障害福祉施設維持補修等事
業

市立障害福祉施設について必要な修繕や改修等を実施

元利補給補助（障害福祉施
設）

社会福祉法人が民間障害児（者）施設の整備のため、独立行政法
人福祉医療機構、北九州市社会福祉協議会から資金を借り入れを
行った場合、返済することとなる利子の一部を予算の範囲内で補助

補装具給付費
身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体
機能を補うための用具（補装具）の交付及び修理を実施

障害福祉サービス等
の提供等

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行

重度障害者タクシー料金助
成

屋外での移動に困難がある重度障害のある人が外出等の手段とし
てタクシーを利用する場合、乗車運賃の一部（初乗運賃相当額）を
月４回（年間４８回）まで助成

障害者（児）短期入所事業
障害者総合支援に基づく、障害福祉サービス（短期入所）利用者
（支給決定者）に係る費用負担等

障害福祉施設耐震診断事業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の重
度障害者に対し、その障害によって生じる特別な負担の軽減を図る
ために手当を支給

障害福祉サービス等
の提供等

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行

社会福祉施設等施設整備事
業（障害福祉施設）

北九州市障害者支援計画に基づき、地域での障害者の住まいの場
や日中活動の場を整備するために、障害福祉施設の建設費用の一
部を補助

ホームヘルパースキルアップ
研修事業

ホームヘルパー（有資格者）を対象に、障害のある人に適切な在宅
サービスが提供されるよう各種障害特性に応じた講義や実技・演習
などの研修を実施

障害福祉サービス等支払事
務委託

障害者総合支援に基づく、障害福祉サービス（介護給付費及び訓
練等給付費等）の支払事務を、同法に基づき国民健康保険団体連
合会の委託にかかる費用など

心身障害者扶養共済制度
障害がある者を扶養している保護者が、生存中に毎月一定の掛金
を納めることにより、保護者が死亡等のときに障害がある人に終身
一定額の年金を給付

障害福祉施設整備事業 市立障害福祉施設について大規模な設備改修等を実施



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○ 地域移行

・環境変化に伴うパニック
の発生
・夜間介助等体制への不安
（定員の関係上相対的に職
員の多い入所施設とグ
ループホーム等との対応能
力の差）

地域生活移行促進事業
入所施設、在宅（介護者との生活）等から地域生活への移行を希望
する障害のある人への支援を行うため、地域での生活を体験する
機会を提供する事業者への助成等

・事業の継続実施
・地域生活での受け皿となるグループホーム等の
充実を図るため、適切な事業者の指定等

市立障害福祉施設民間譲渡
事業

市立障害福祉施設は、現在、指定管理者制度により運営している
が、民間事業者による独立した運営が可能な施設については、条件
が整い次第、原則、現指定管理者に施設を譲渡

地域の住まいの整備

・譲渡後の施設整備費
（国庫補助金）
・現指定管理者の費用負
担
・譲渡時期未定の対応
（以上　民間譲渡）
・利用者への適切なサー
ビス利用決定（支給決
定）

・国の動向を注視し、積極的に国に働きかけ
ていく。
・現指定管理者と譲渡時期や譲渡後の建替
え等について協議していく。
・現指定管理者と譲渡時期等を協議してい
く。
（以上　民間譲渡）
・適正な事務の執行

すこやか住宅改造助成事業
障害のある人等の自立支援や家族等介護者の負担を軽減するた
め、重度障害のある人等がいる世帯に対し、住宅を改良するための
経費の一部を助成

・事業の継続実施 ・法律に基づく適正な事務の執行重度心身障害者介護見舞金
在宅の重度の心身障害者を常時介護している者に対し、介護見舞
金を支給（障害を理由とする年金・手当を受給している者を除く）

経過的福祉手当
20歳以上の旧福祉手当受給資格者で、障害基礎年金及び特別障
害者手当の支給要件に該当しない者に経過措置として手当を支給

外国人重度障害者等給付金
支給事業

制度上、年金が支給されない外国人重度障害者等に対して、国の
制度が整うまでの経過措置として給付金を支給

障害福祉サービス等
の提供等



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているにも関わらず、保
証人がいないなどの理由により転入居が困難になっている障害者
に対し、入居に必要な調整等にかかる支援を行うとともに、家主等
への相談・助言を通じて障害者の地域生活への移行促進

障害者スポーツ振興事業

障害者のスポーツ大会・教室、北九州チャンピオンズカップ国際車
椅子バスケットボール大会、小学生ふうせんバレーボール大会等を
開催。また、各種スポーツクラブによる大会開催や選手派遣の費用
に対し助成を行うなどの活動を通じ、市内障害者スポーツの振興を
図る。

専門的な保健・医療
による支援

・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

障害者スポーツ振興事業（指
管）

障害者スポーツ振興の拠点として、障害のある人が安心して利用で
き、健康・体力づくりから競技能力の向上まで、幅広いニーズに対応
するとともに、すべての市民が健康づくり等のために気軽に利用で
きる施設の管理運営を行う。

共同生活援助・共同生活介
護事業

障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス（共同生活援助・共
同生活介護）利用者（支給決定者）に係る費用負担等

地域の住まいの整備
・利用者への適切なサー
ビス利用決定（支給決
定）

・法律に基づく適正な事務の執行

福祉ホーム事業運営費

住居を求めている障害のある方に対し、低額な料金で居室その他
の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の提供を行
い、障害者が地域において自立した日常生活や社会生活が送れる
ように支援するため、必要な助成等

精神障害者地域移行支援事
業

精神科病院に入院している退院可能な精神障害者の地域移行の推
進

居住サポート等事業



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

虐待されている障害者の生命や身体に関わる危険性が高い場合、
養護者からの分離、一時保護が迅速に行えるよう、事前に借上げ等
により居室を確保、一時保護期間中、管理費や食費等を負担

精神障害者保健福祉対策事
業費

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に伴う、措置入
院・精神科救急に係る移送・手帳交付・精神医療審査会・精神保健
福祉審議会・精神科病院実地指導・区役所相談事業等

精神障害のある人へ
の地域生活の支援

・事業の継続実施
・法律に基づく適正な事務の執行
・さまざまな専門機関と連携による事業の実
施

精神障害者就労支援施設通
所者社会参加促進事業

精神障害者に対する運賃割引制度のない公共交通機関を利用する
障害福祉サービス事業所等の通所者を対象に、交通費の一部を助
成

夜間・休日精神医療相談事
業

夜間･休日における精神障害者及び家族等からの相談に対応する
ための精神医療相談窓口の設置

障害者虐待防止対策支援事
業

重度障害者医療費支給事業
重度障害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、保険診療に
係る医療費の自己負担額を助成する。

専門的な保健・医療
による支援

・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

精神科緊急・救急医療体制
整備

夜間・休日における精神科緊急・救急医療体制（24時間365日）につ
いて、福岡県及び政令市（福岡市、北九州市）が共同で整備



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

精神障害のある人へ
の地域生活の支援

・事業の継続実施

触法障害者への支援
・障害のある人で犯罪を
犯した人（触法障害者）
への支援

○

高次脳機能障害をもつ人の社会復帰を促進し、安定した地域生活
を推進するため、当事者や家族を対象とする相談会を実施するほ
か、医療関係者や障害福祉サービス事業所職員など、支援実務者
の能力向上を図るため、専門的、実践的な研修を実施

発達障害者総合支援事業
北九州市発達障害者支援センターを拠点に、各種相談への対応や
市民への啓発、保護者や支援者に対する研修、課題を整理しなが
ら新たな事業をモデル的に実施など

発達障害等に対する
支援

・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

難病患者等支援事業
地域における難病患者等の日常生活を支援することにより、患者等
の自立と社会参加を促進

発達障害支援者リーダー等
育成事業

発達障害のある人がさまざまな場面で適切な支援が受けられるよ
う、支援方法に関する指導者的人材となる「リーダー」を育成していく
とともに、より身近な支援者となる「アドバイザー」等を育成する研修
の実施

高次脳機能障害支援ネット
ワーク体制整備事業

ひきこもり地域支援センター
事業

ひきこもりの問題を抱えた当事者や家族を支援するため、相談支
援、居場所づくり、ひきこもりに関する情報発信、関係機関の連携の
拠点として活動

・さまざまな専門機関と連携による事業の実
施

触法障害者支援事業
障害福祉サービス事業者向け研修会や触法障害者支援を検討す
る研究会などを実施

・福岡県地域生活定着支援センターと協力し
て必要な支援を行う。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

地域活動支援センター事業
障害者総合支援法第５条及び第７７条に基づき、障害者に創作的
活動などの機会の提供、社会との交流の促進を実施する地域活動
支援センターへの助成等

地域精神保健福祉対策等促
進事業

精神保健又は精神障害者の福祉について相当の経験及び知識を
有する人が精神障害者小規模共同作業所等を巡回し、支援員等へ
の指導・助言等を実施

精神障害者社会適応訓練事
業

精神障害のある人の社会復帰や雇用促進に理解のある事業経営
者（職親）に対し、実際の就労の場において、回復途上にある人の
作業訓練を委託する。

障害者就労支援事業
障害者しごとサポートセンターを拠点として、就職を希望する障害者
に対し、様々な就労支援を行うとともに、企業の障害者雇用に対す
る理解の促進を図る。

雇用・就業機会の確
保と拡大

・利用者の参加意欲を高
めるための取組み
・個々の特性や状況に応
じた活動や作業等の提
供
・景気に対する先行きは
不安定であり、経営状況
の厳しさが解消するこ
と。
・障害者雇用促進法改正
等による社会情勢や市
民ニーズへの柔軟な対
応

・事業者へのヒアリング等を通して、利用者
の参加意欲が高まるような活動が行われる
よう、助言等の実施
・事業の継続実施

障害者就労支援強化事業

平成25年4月からの障害者の法定雇用率引き上げを受け、障害者
の雇用人数アップを図るため、障害者の就業支援として特別支援学
校とその親や事業所のネットワーク作りを行う就労プロモーター事
業を実施する。

障害者小規模共同作業所運
営費補助

小規模共同作業所を運営する社会福祉法人等への経費助成



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

障害のある人の人権
の尊重と保障

・事業の継続実施

○

リフトバス運営事業（「在宅障
害者援護費」の一部）

リフトバスを運行することにより障害者グループの活動・外出を支援

法律相談及び成年後見制度
支援事業

民事・刑事上の法律に関わる問題について総合的に対応していくた
め、弁護士会の協力による法律相談の実施、精神・知的障害者の
経済的行為を法的に支えるため、成年後見制度の利用を促進する
とともに、財産保全や金銭管理サービス等を実施

・適正な事務の執行

障害者差別解消法推進事業 障害者差別解消法施行に向けた体制整備と啓発を実施する。

社会参加の促進 ・事業の継続実施 ・適正な事務の執行障害者生活活動促進事業
公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会の各区・部会が開催
する各種レクリエーション活動及び身体障害者の社会参加や福祉
の増進に資する事業・行事等に補助

障害者の自立支援ショップ運
営補助事業

ＮＰＯ法人が、市内の障害福祉サービス事業所等で作った製品を紹
介し、販売を促進するために開設した「障害者自立支援ショップ」の
運営に対し一部助成

雇用・就業機会の確
保と拡大

・利用者の参加意欲を高
めるための取組み
・個々の特性や状況に応
じた活動や作業等の提
供
・景気に対する先行きは
不安定であり、経営状況
の厳しさが解消するこ
と。
・障害者雇用促進法改正
等による社会情勢や市
民ニーズへの柔軟な対
応

・事業者へのヒアリング等を通して、利用者
の参加意欲が高まるような活動が行われる
よう、助言等の実施

ＮＵＫＵＭＯＲＩ（ぬくもり）プロ
ジェクト推進事業

障害者を支援する施設・事業者等の意識改革や製品開発・経営の
専門家、デザイナー等との連携等により、魅力ある障害者商品・芸
術品の開発、販路の開拓・拡大、効果的なＰＲ等を支援



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

・適正な事務の執行

自動車改造費助成（「在宅障
害者援護費」の一部）

重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、自動車改
造に要する経費の一部を助成

身体障害者補助犬啓発事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

補助犬に対する理解を促進するために啓発に努めるとともに、市内
での新たな補助犬の貸与などに対し支援

重度障害者入院時コミュニ
ケーション支援事業（「在宅障
害者援護費」の一部）

意思疎通を図ることが困難な重度障害者が医療機関に入院した場
合に、円滑な医療行為が受けられるよう医療従事者との意思疎通を
図る支援員派遣に係る費用負担

障害者人権啓発冊子作成
（「障害福祉課一般」の一部）

障害や障害のある方に対する、市民、企業、行政機関における正し
い理解や知識を深めるため、障害の種別や特性などの説明、障害
によって生じる日常生活上の不便なことなどを分かりやすく説明す
るとともに、「何が障害のある人の差別にあたるのか、何が権利の
侵害にあたるのか」などについて具体的な事例を紹介した小冊子を
作成し、啓発を図る。

障害福祉情報センター事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

自動車運転免許取得助成
（「在宅障害者援護費」の一
部）

自動車運転免許を取得する障害者に対して、運転免許取得に要す
る費用の一部を助成

社会参加の促進 ・事業の継続実施

情報を得る機会が制限される障害者やその家族に対し、官・民のイ
ベント情報や保健福祉情報等を収集して情報の一元化を図り、障害
者やボランティア等に情報提供を行うことで障害者の福祉の向上、
社会参加の促進、ボランティア活動等の振興を図る。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

難聴者・中途失聴者に対し、健康管理、時事その他社会生活上必
要な情報を提供する教室を開催。

聴覚障害者情報センターネッ
トワーク管理事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

聴覚障害者情報センターで使用するネットワークの保守点検を行
う。（Ｈ２５年度をもって終了）

登録手話通訳者派遣事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

市内在住の聴覚障害者の福祉増進及び社会参加推進のため、そ
の要望に応じて、訓練を受けた手話通訳者を派遣する。

障害者パソコンサポーター事
業　　（「在宅障害者援護費」
の一部）

障害特性に応じたパソコンやその周辺機器の使用方法の研修を実
施して障害者パソコンサポータを養成するとともに、パソコンやその
周辺機器の使用方法に関する支援を必要とする障害者に対し、そ
の求めに応じてパソコンサポーターを派遣し、地域における障害者
の社会参加と自立の促進に寄与する。

社会参加の促進 ・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

字幕ビデオ作成事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

映像（映画、テレビ番組等）に字幕を入れ、聴覚障害者用に貸し出し
を行う。

聴覚三事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

手話奉仕員、手話通訳者の養成講座の実施。聴覚障害者の社会
生活上必要な情報を提供する教室を開催。

難聴者・中途失聴者生活教
室　　　（「在宅障害者援護
費」の一部）



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

障害当事者自らが、まちの点検活動や啓発事業を通して、社会の
構成者としてボランティアに参加する機会を提供することにより、社
会参加の促進を図る。

社会参加の促進 ・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

筆談サポーター養成事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

市内在住の聴覚障害者の福祉増進及び社会参加推進のため、そ
の要望に応じて、訓練を受けた筆談サポーターを派遣する。

自動車運転免許学科講習手
話通訳委託　（「在宅障害者
援護費」の一部）

聴覚障害者等が指定自動車教習所における学科教習を受講する
際、手話通訳者を当該指定自動車教習所に派遣することにより、教
習指導員等との意思疎通を図り教授内容を適正に把握できるよう
支援する。

福祉ガイド作成　（「在宅障害
者援護費」の一部）

障害のある方とその家族の方が利用することができる制度や事業
等の福祉サービスの概要及びこれに関連する機関等を紹介するた
めのガイドブックを作成している。

ボランティア活動参加促進事
業　　　（「障害者芸術文化活
動等推進事業」の一部）

広報物点字版等作成環境整
備事業
（「在宅障害者援護費」の一
部）

広報物の点字版作成に必要な機器の設置など、環境を整備する。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

○

○

○

障害者芸術祭
（「障害者芸術文化活動等推
進事業」の一部）

障害者の芸術・文化活動への参加を通じて、障害者本人の生きが
いや自信を創出し、社会参加と自立を促進するとともに、市民に対
する障害者への理解と啓発を進める。また、作品展示、団体合同の
ステージ発表を通じて、障害者本人の意欲およびレベル向上を図
る。

肢体不自由児海のキャンプ
（「障害者芸術文化活動等推
進事業」の一部）

夏季長期休暇中に、小学校３年生～中学校３年生までの肢体不自
由児を参加者とし、２泊３日のキャンプ（福岡県立少年自然の家「玄
海の家」）を実施することで、肢体不自由児の心身両面での健全な
育成を図る。

障害者福祉会館運営費

障害者相互の親睦及び自主活動の促進を図るとともに、地域社会
等との交流の場を提供することにより、障害者の福祉の向上を図
る。また、各種の教養講座や視聴覚障害者情報提供施設の運営な
ども含めた幅広い障害者の活動支援もあわせて行う。

在宅心身障害児（者）地域生
活支援事業（「障害者芸術文
化活動等推進事業」の一部）

「親子レクリエーション」及び「ペアレントスクール」の２つの業務から
成る。「親子レクリエーション」は、障害があるため、とかく閉鎖しがち
な児童とその家族に対し、話し合いの場を与え、社会との連帯感を
強め、もって障害児の福祉増進を図る。「ペアレントスクール」は、障
害児をもつ家庭の両親並びに関係職員に対し、正しい指導の方法
や考え方について研修を行うとともに、悩みを分かち合う共通の場
の学習により、親の育成を行う。

社会参加の促進 ・事業の継続実施 ・適正な事務の執行

在宅身体障害者レクリエー
ション事業（「障害者芸術文
化活動等推進事業」の一部）

在宅する身体障害者の福祉向上を図るため、集団生活とレクリエー
ション活動を通じて、家庭への引きこもりや施設への不適応等を改
善し、身体障害者の社会適応能力を養う。

障害者週間啓発事業
（「障害者芸術文化活動等推
進事業」の一部）

障害者基本法に基づき、毎年１２月3日～１２月９日まで「障害者週
間」として定められているが、市民への浸透が充分でないため、毎
年障害者に関する啓発イベントを開催し、生涯福祉への理解を深め
る。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

社会参加の促進 ・事業の継続実施

障害福祉システム調査等事
業

現行の障害システムの詳細調査及び次期システム再構築に向けた
仕様書等の作成

その他

- -

障害福祉課一般 障害福祉課の運営

障害者スポーツセンター整備
事業

平成２４年４月に開設した新・障害者スポーツセンター「アレアス」の
補修等が必要な箇所の整備を実施する。

・適正な事務の執行

障害者施策推進協議会等開
催経費

北九州市障害者支援計画の総合的かつ計画的な推進について必
要な事項及び関係行政機関相互の連絡調整

北九州市障害者支援
計画の進捗管理

・障害者支援計画の適切
な進捗管理

・障害者支援計画の進捗状況の把握、現状
分析
・第4期障害福祉計画の策定

第４期北九州市障害福祉計
画策定事業

障害者総合支援法に基づき作成が義務付けられている「第４期障
害福祉計画」の策定



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 4 人

職員 8 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

一般事務費及び精神保健全般にかかる啓発等。

認知症の早期発見・早期対
応促進事業

市内全域に一定数の「ものわすれ外来」協力医療機関を確保・維持
するとともに、認知症対応力向上研修を実施するほか、「ものわす
れ外来」協力医療機関の医師を中心に認知症サポート医を養成す
る。

認知症対策

ものわすれ外来協力医
療機関数を維持するとと
もに、サポート医の養成
を行う。

前年に引き続き、現在の協力医療機関数を
維持し、協力医療機関担当医研修を実施す
るとともに、認知症サポート医の養成に努め
る。「ものわすれ外来」運営事業

薬物乱用対策事業
薬物乱用及び依存の問題を抱える当事者や家族、支援担当者に対
し、助言や知識・情報提供などの支援を実施する。

精神保健の向上と精
神障害者の福祉の増
進（自殺対策を除く）

・長期に継続した普及・
啓発及び支援体制の構
築。
・精神保健福祉法改正に
即した精神医療審査会
等の円滑な実施。

・前年に引き続き、薬物乱用対策、社会的ひ
きこもり対策、災害・事故時のこころのケア対
策について、関係各所との連携を深めながら
取り組みを実施する。
・制度改正の趣旨に即して、精神医療審査
会等の体制を整える。

社会的ひきこもり対策事業
さまざまな要因をもつ社会的ひきこもりについて、精神保健、福祉、
医療などの連携を取りながら自立できるよう、本人・家族への支援を
行う。

災害・事故時のこころのケア
対策事業

災害・事故時に生じるこころの問題について、研修を実施するととも
に、健康危機管理についてのシステムを構築する。

精神保健福祉センター運営
事業

いのちとこころの支援事業

自殺対策啓発、ゲートキーパー養成及び支援者研修、自殺予防こ
ころの相談電話、自死遺族のための相談窓口、自死遺族のための
無料法律相談、自殺未遂者等への個別支援等。

自殺対策
自殺率は減少傾向だ
が、依然として高い水準
にある。

政令市の中でも自殺率の高い現状をふま
え、市民への啓発活動を行う一方、ハイリス
ク者への専門的な支援を行うなど、自殺者を
減らすためのさまざまな事業を実施する。

自殺対策事業

地域自殺対策緊急強化基金
事業

千円 111,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

精神保健福祉センター
いのちとこころの支援センターにおいて、市民への自殺対策の啓発活動を行う一方、自殺未遂者や自死遺族などのハイリスク者に対し
て、アウトリーチによる支援を行う

課
長
名

三井　敏子
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

37,888



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 3 人

職員 13 人

主要 業務目的 課題

調査件数の増加及び申
請時期の年度当初への
集中化が想定されます。

対象者数が増加傾向に
あります。

障害等級等の判定につ
いて、正確・公平・迅速な
遂行を維持していきま
す。

ニーズの変化に対応した
支援について工夫が必
要です。

訓練回数や専門相談の
ニーズが増加傾向にあり
ます。

ー

その他 ー

介護実習・普及センター（福
祉用具プラザ北九州）運営

介護及び福祉用具に関する市民の知識・技術の向上等を図るた
め、福祉用具の展示や介護・福祉用具に関する相談・情報提供・研
修などを行います。

ー

障害福祉センター運営費（一
般管理費）

障害福祉センターの運営管理に関する経費。 ー

機能回復訓練事業
言葉や聴こえに問題のある人に､言語聴覚士が相談・指導・訓練な
どを行うとともに、本人･家族･支援者に対する研修・啓発活動や情
報提供を行います｡

よりきめ細かい支援が行えるよう訓練内容の
一層の充実を図ります。

中途視覚障害者緊急生活訓
練事業

中途視覚障害者に対して、歩行訓練、日常生活動作訓練、コミュニ
ケーション訓練等を実施するとともに、支援者への技術的研修や専
門相談を行います。

訓練内容の充実や、利用者のニーズに対応
した事業の実施により、訓練希望者や相談
者へ適切な対応を行います。

障害支援区分認定調査及び
認定審査会等事業費（拡充
分）

通常の新規申請・更新（概ね3年）申請の他に、制度改正に伴う更新
時期前での区分変更申請者に対する調査及び審査のための経費。

生涯を通じ一貫した
支援体制の構築

調査に関しては、調査員3名の増員等により
対応します。審査会運営事務に関しては、事
務員1名の増員等により対応します。

障害支援区分認定調査及び
認定審査会等事業費

障害者総合支援法の障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）の
適用にあたり、認定調査を実施し、障害支援区分の二次判定までを
行います。

対象者数に応じた調査体制を整え、審査会
スケジュールを設定します。

障害者更生相談所費
身体障害者手帳・補装具・更生医療・療育手帳の交付・適用に係る
医学的・心理学的判定や、更生援護に関する相談対応及び技術的
支援等を行います。

職員の職務能力の一層の向上や、業務体制
の強化を推進します。

千円 139,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

障害福祉センター
障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重しあいながら、安心していきいきと暮らすことのできる共生のま
ちづくり

課
長
名

土河　　　誠
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

214,308



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 5 人

職員 13 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

○

○

○

医療廃棄物処理業務委託
保健福祉局関係の事業所から排出される医療廃棄物等の運搬及
び廃棄処分を実施

藍島遠隔診療事業
平成25年度に構築した藍島診療所におけるテレビ電話を活用した
遠隔医療体制の運営

市立診療所維持管理費 市立藍島診療所及び馬島診療所の施設・設備の維持にかかる経費

小児医療先進都市づくり事業
小児医療関係者と連携し様々な課題の検討を行う等、小児医療体
制を充実

緊急転院を要する低出生体重児等を集中治療室のある市内4つの
病院へ転送し、迅速、適切な医療を提供

産婦人科・小児科臨床研修
医支援等事業

市次世代育成行動計画に基づく周産期・小児救急医療の充実等に
対する補助金

市立診療所事務費
市立の離島藍島診療所の運営にかかる経費（医師派遣、看護師の
給与、医薬品代の費用等）

眼科二次救急医療体制整備
事業

眼科の病院輪番制による二次救急医療体制を構築

夜間・休日初期救急医療確
保対策事業

深夜帯初期救急医療体制の維持・確保、ﾃﾚﾌｫﾝｾﾝﾀｰの利用を促進
し適切な医療提供、適正受診等の推進

良質かつ適切な医療
を効率的に提供する
体制の維持、構築

全国的な医師不足等、
医療を取り巻く状況に対
応しながら、本市の充実
した医療提供体制を維
持していく必要がある。

医師会や医療機関等の関係者と連携・協議
等しながら、良質かつ適切で効率的な医療
提供体制を構築できるよう、事業を実施す
る。

看護学校運営補助金
看護師の安定確保のため、北九州市医師会の運営する看護学校
に対し、補助金を交付

在宅当番医普及推進委託事
業

在宅当番医により、土曜日の昼間や年末年始など、休日、夜間の
地域住民の初期救急医療を確保

低体重出生児・新生児救急
医療体制整備事業

千円 170,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

保健医療課

以下の事項の実施により、市民の健康を守ることにより、市民の幸福な生活の追求に寄与する。
①医療機関間の機能分担や連携の推進等により、市民への良質かつ適切な医療の効率的な提供を図る。
②医療法や薬事法等の法令遵守を徹底することにより、市民の保健衛生の向上を図る。
③予防接種等を通じて感染症の発生予防とまん延防止を図ることにより、市民の公衆衛生の向上及び増進を図る。

課
長
名

山本　博之
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

2,957,630



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

市立医療センター感染症病棟の運営費を負担

定期健康診断・予防接種事
業（結核）

BCG予防接種を実施。学校長または施設長が実施した定期健康診
断に対し法に基づき補助金を支出

結核対策事業
法に定められた結核管理検診・結核肺がん検診や、結核患者の医
療費の公費負担

緊急肝炎ウイルス検査事業
国の肝炎対策の一環として委託医療機関・集団検診にて「無料」で
肝炎検査の実施等

風しん抗体検査事業 効果的な予防接種を行うため、抗体検査や情報提供を実施

予防接種等を通じて
感染症の発生予防と
まん延防止を図るこ
とにより、市民の公衆
衛生の向上及び増進
を図る。

新型インフルエンザを含
め、感染拡大防止策の
一層の充実を図るため、
医療機関との連携、人材
育成、普及啓発を図る必
要がある。

市内における感染症の予防、早期発見に取
り組むため、引き続き予防接種事業の適切
な実施を図るとともに、医師会や医療機関等
の関係者と連携の拡充、研修会等による予
防啓発や人材育成に取り組む。

定期予防接種事業
定期予防接種、国が行う予防接種後健康状況調査の実施、予防接
種健康被害者への障害年金等の給付。

結核病棟運営費 市立門司病院の結核医療にかかる運営費を負担

感染症病棟経費

医薬務許認可業務
病院・診療所、医薬品販売業、毒物劇物販売業等、法に基づく許認
可や届出受付、立入等の実施。

医療法や薬事法等の
遵守徹底により、保
健衛生の向上を図
る。

県からの医療機器等権
限移譲に伴う準備作業
等を適切に進める必要
がある。

円滑な移行が行えるよう、県及び他市と連
携、協議を行う。

衛生検査施設精度管理事業
衛生検査所の構造設備、精度管理体制等が法令等の基準を満たし
ているか、定期的に立入調査

医師会や医療機関等の関係者と連携・協議
等しながら、良質かつ適切で効率的な医療
提供体制を構築できるよう、事業を実施す
る。

救急医療検討会
市区医師会、医療機関等と救急医療体制の維持・確保等に関する
課題について協議し、対策を検討・実施

献血推進協議会運営補助金
各区献血推進協議会へ活動費用の一部を補助し、献血への市民意
識の高揚、血液の安定的確保を図る。

地域リハビリテーション連携
推進事業

医療機関相互の連携を強化し、保健・医療・福祉が密接に連携した
地域リハビリテーション支援体制を確立

看護職確保対策事業
高校生を対象とした「一日看護体験」を実施し、次世代の地域医療
を担うマンパワーを確保する。

眼科・耳鼻咽喉科救急医療
体制整備事業

眼科、耳鼻咽喉科の夜間救急患者へ対応するための体制を確立し
事業の運営を実施。

良質かつ適切な医療
を効率的に提供する
体制の維持、構築

全国的な医師不足等、
医療を取り巻く状況に対
応しながら、本市の充実
した医療提供体制を維
持していく必要がある。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

○

その他 ―保健医療課一般 保健医療課の一般管理費 ―

感染症対策事業（義務） 法に基づき、一類、二類感染症　入院患者の医療費を公費負担

原爆医療事業（県受託分）
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、県から委託
され、各種制度の申請を受付

結核・感染症発生動向調査
事業

ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑにより収集・解析・還元した感染症情報を国へ報告し、
有効かつ適切な予防対策を実施

感染症対策基盤整備、感染症に係る指導・相談等、石綿健康被害
申請等事務、感染症対策指導者育成事業

健康危機管理体制の整備事
業

既存の体制を維持するとともに、緊急事態に備え模擬訓練や研修
会を通した人材育成、体制を強化

防疫事業 感染症の発生を予防し、市民の健康を増進

結核特別対策事業
検診受診の勧奨。服薬管理による結核患者の確実な治療を実施な
ど、国の要綱に基づく結核対策の実施

エイズ・性感染症予防対策事
業

法令に基づく、普及啓発・教育強化や検査・相談体制の維持、強
化、関係機関との連携、患者への支援等

予防接種等を通じて
感染症の発生予防と
まん延防止を図るこ
とにより、市民の公衆
衛生の向上及び増進
を図る。

新型インフルエンザを含
め、感染拡大防止策の
一層の充実を図るため、
医療機関との連携、人材
育成、普及啓発を図る必
要がある。

市内における感染症の予防、早期発見に取
り組むため、引き続き予防接種事業の適切
な実施を図るとともに、医師会や医療機関等
の関係者と連携の拡充、研修会等による予
防啓発や人材育成に取り組む。

新型インフルエンザ対策事業
今後の再流行や新たな新型インフルエンザの発生に備えた検討等
を実施

新型インフルエンザ対策事業
（拡充分）

同上

感染症対策推進事業



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 7 人

職員 14 人

主要 業務目的 課題

年金生活者支援給付
金制度にかかるシステ
ム改修

国からの詳細仕様まち

後期高齢者医療制度
の維持

広域連合からの通知により
決定されるものであり、目
立った課題なし。

後期高齢者の健康の
保持増進

不正受給の再発防止

老人保健医療制度の
残務処理

目立った課題なし

市民の利便を図るた
め、市区町村窓口で受
け付けを行うもの

目立った課題なし

療養給付費 かかった医療費の７割分を保険者が負担する制度（一般被保険者分）

賦課徴収費 賦課徴収にかかるその他経費

運営協議会費 国民健康保険運営協議会開催にかかる経費

適正化特別対策費
医療費支出の適正化にかかる経費（ジェネリック差額通知、レセプト点検
等）

基礎年金等事務費
年金に関する業務について、市民の利便を図るため、市区町村窓口で受け
付けを行うもの

・昨年と同様の手法で実施

一般管理費 国民健康保険事業にかかる一般管理費

国民健康保険特別会
計の運営

１．一人あたり保険給付
費の増加に伴う保険料
の増加

２．保険料負担軽減のた
めの一般会計繰入金の
増加

【制度全般】
・国民健康保険制度は所得が低い高齢者や
退職者などが多く加入することから、財政基
盤に構造的な課題を抱えている。
そこで、抜本的な財政基盤の強化を図るた
め、H29年度までに保険者を都道府県に移
行することとなっている。

【個別取り組み】
・徴収体制の見直し（約2,400万円の減）

連合会負担金
国民健康保険事業の目的を達成するため、保険者が共同して設立してい
る福岡県国民健康保険団体連合会に対して支出する負担金

後期高齢者はり・きゅう施術補助
事業

後期高齢者医療の被保険者に対して、はり及びきゅうの施術に要する費用
の一部を補助

・はり・きゅうの助成を受ける対象者に受療証を配
布し、不正受給をさせないチェック体制の確立

老人保健医療
平成19年度をもって廃止（後期高齢者医療制度に移行）された老人保健医
療制度の残務処理（交付金等の精算）

・昨年と同様の手法で実施

年金生活者支援給付金制度に
かかるシステム改修委託

平成27年10月から開始予定の「年金生活者支援給付金支給制度」につい
て、必要となる国民年金システムの改修業務委託

・国からの詳細仕様をまって、速やかに実施す
る。

後期高齢者医療制度（義務）
後期高齢者医療制度に係る医療給付費（本市の被保険者に係る医療給付
費）の１２分の１を一般会計で負担

・昨年と同様の手法で実施

千円 186,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

保険年金課
・国民健康保険特別会計の運営
・後期高齢者医療特別会計の運営

課
長
名

末若　明
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

145,723,376



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

葬祭費 被保険者が死亡した場合に支給されるもの

後期高齢者支援金 後期高齢者医療制度を国保被保険者が支援する制度（支払基金支払分）

後期高齢者事務費支援金 後期高齢者支援金に係る事務費分拠出金（支払基金支払分）

国民健康保険の高額療養費算定世帯に介護保険受給者がいる場合、医
療と介護それぞれの自己負担額（年間）を合算して、世帯で一定の金額を
超えた額を償還する制度（退職）

退職者移送費
緊急又はやむを得ない理由で診療を受けるために移送を行った場合の移
送費（退職被保険者分）

審査支払手数料 レセプト審査支払に係る経費

出産育児一時金 被保険者が出産した場合に支給される一時金

【制度全般】
・国民健康保険制度は所得が低い高齢者や
退職者などが多く加入することから、財政基
盤に構造的な課題を抱えている。
そこで、抜本的な財政基盤の強化を図るた
め、H29年度までに保険者を都道府県に移
行することとなっている。

【個別取り組み】
・徴収体制の見直し（約2,400万円の減）

高額療養費
一部負担金が一定額（８０，１００円等）を超えた場合、その超えた額を償還
する制度（一般被保険者分）

高額介護合算療養費
国民健康保険の高額療養費算定世帯に介護保険受給者がいる場合、医
療と介護それぞれの自己負担額（年間）を合算して、世帯で一定の金額を
超えた額を償還する制度（一般被保険者分）

移送費
緊急又はやむを得ない理由で診療を受けるために移送を行った場合の移
送費（一般被保険者分）

退職被保険者等療養給付費 かかった医療費の７割分を保険者が負担する制度（退職被保険者分）

退職被保険者等療養費

療養費
何らかの理由で医療費の１０割を支払った場合、後日、７割分を償還する制
度（一般被保険者分）

国民健康保険特別会
計の運営

１．一人あたり保険給付
費の増加に伴う保険料
の増加

２．保険料負担軽減のた
めの一般会計繰入金の
増加

何らかの理由で医療費の１０割を支払った場合、後日、７割分を償還する制
度（退職被保険者分）

退職被保険者等高額療養費
一部負担金が一定額（８０，１００円等）を超えた場合、その超えた額を償還
する制度（退職被保険者分）

退職被保険者等高額介護合算
療養費



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

退職被保険者等還付加算金
上記退職者保険料還付金に対し、一定の金額及び期間を超えた場合に加
算するもの

償還金 国等への国庫返還金等が発生した場合の償還金

予備費 医療費等の財源不足の場合に充てる経費

保険料還付金 保険料の還付金（一般被保険者分）

退職被保険者等保険料還付金 保険料の還付金（退職被保険者分）

還付加算金
上記保険料還付金に対し、一定の金額及び期間を超えた場合に加算する
もの

保険財政共同安定化事業事務
費拠出金

上記記載事業の事務費分

その他共同事業事務費拠出金 退職振替作業用データ作成にかかる事務費拠出金

保健事業費 特定健診・保健指導等の被保険者の健康増進を図るための経費

国民健康保険の介護２号被保険者に係る納付金（支払基金支払分）

共同事業費医療費拠出金
高額な医療費（１件８０万円以上）の発生による財政不安を緩和するため、
８０万円超の部分につき各保険者が医療費を拠出

保険財政共同安定化事業医療
費拠出金

保険財政の安定、県内保険料の平準化等を目的に１件３０万円以上の医
療費について各保険者が医療費を拠出

共同事業事務費拠出金 上記記載事業の事務費分

前期高齢者納付金
納付金の負担が過大となる保険者の一定部分の負担金を全保険者で再配
分した負担分（支払基金支払分）

国民健康保険特別会
計の運営

１．一人あたり保険給付
費の増加に伴う保険料
の増加

２．保険料負担軽減のた
めの一般会計繰入金の
増加

【制度全般】
・国民健康保険制度は所得が低い高齢者や
退職者などが多く加入することから、財政基
盤に構造的な課題を抱えている。
そこで、抜本的な財政基盤の強化を図るた
め、H29年度までに保険者を都道府県に移
行することとなっている。

【個別取り組み】
・徴収体制の見直し（約2,400万円の減）

前期高齢者交付金事務費 前期高齢者事業に係る事務費拠出金（支払基金支払分）

老人保健事務費拠出金
国民健康保険被保険者の老人保健該当者に係る事務費分拠出金（支払基
金支払分）

介護納付金



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

後期高齢者医療保険料の前年度以前分の遡及還付金

還付加算金 後期高齢者医療保険料の返還が遅延した場合に加算される金額

予備費 後期高齢者医療特別会計の歳出財源不足の場合に充てる経費

一般管理費 後期高齢者医療制度運営に係る事務費

後期高齢者医療特別
会計の運営

安定的な後期高齢者医
療制度の運営

・保険者である福岡県後期高齢者医療広域
連合と連携し、市町村の役割である保険料
の徴収等に努める。

徴収費 後期高齢者医療制度運営に係る保険料徴収事務において発生する費用

後期高齢者医療広域連合納付
金

後期高齢者医療広域連合への納付金（徴収した保険料、運営に係る事務
費等）

保険料還付金



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 5 人

職員 18 人

主要 業務目的 課題

環境衛生の維持・向
上に寄与すること

近年の環境衛生施設の
営業形態や設備の多様
化・複雑化。

公衆浴場の確保を図
り、もって公衆衛生の
向上・増進並びに市
民の福祉の向上に寄
与すること

公衆浴場の数が減少し
つつある。

納骨堂管理
地域改善対策事業として設置した納骨堂11ヶ所は昭和45年～昭和
60年に建築されており、建物が老朽化していますので、特に損傷の
激しい納骨堂について工事を実施 地域改善対策 ‐ ‐

納骨堂管理（行政）
地域改善対策事業として設置した市内11ヶ所の納骨堂の小規模修
繕等維持管理

東部・西部斎場及び藍島火
葬場維持管理費

東部斎場・西部斎場及び藍島火葬場の火葬業務、維持管理経費

火葬場の管理を、公
衆衛生上支障なく行
う

施設・設備が老朽化し、
早急に施設の改修が必
要となっているが、今後
３０年間安定的に施設を
運用するには、４０億円
程度の改修経費が掛か
ると見込まれているた
め、斎場の運営経費が
増加すること。

斎場の大規模改修に着手する。
併せて、増加する運営費の一部の負担を利
用者にお願いするため、火葬場使用料を見
直す。

東部・西部斎場施設整備
東部斎場、西部斎場共に築30年程度が経過し、施設が著しく老朽
化しており、施設機能の維持のため、特に緊急性を要するものにつ
いて整備を実施

斎場大規模改修事業
昭和56年に建築された東部斎場、昭和59年に建築された西部斎場
について、建物、設備、機械の老朽化にともなうトラブルが発生して
いるため、大規模改修を実施

環境衛生管理費

営業六法（興行場、旅館業法、公衆浴場法、理・美容師法、クリーニ
ング業法）、墓地、埋葬法等に関する法律、建築物衛生法、家庭用
品規正法等に基づいて実施する環境衛生業務を保健所等が支援・
統括

科学的根拠に基づく衛生指導を行えるよう対
応すること。

公衆浴場経営安定補助

市内の普通公衆浴場の風呂釜、循環ろ過機等の基幹設備及び施
設の改善費用の一部を補助することにより、公衆浴場の経営の安
定化・近代化を図り、市民（特に風呂のない世帯）の公衆衛生の維
持・向上に寄与するもの。

・公衆浴場の経営安定を図る
・市民の公衆浴場の利用機会の確保

千円 196,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

生活衛生課 公衆衛生の向上

課
長
名

永富　秀樹
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

647,222



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

○

○

油症患者の認定・支
援

‐

動物の適正な飼育な
どの市民ニーズの高
い課題の解決に向け
て、人と動物が心地
よく暮らせるまちづく
りを目指す

飼えなくなった犬猫等の
引取頭数、致死処分頭
数、苦情件数について、
年々減少しているが、い
まだに多い

食品関係事業者の自主管理を推進し、食品衛生の向上を図るた
め、多くの食品関係事業者〔会員数:約9,000名〕で組織される(社)北
九州市食品衛生協会の活動を助成する。

油症関係事業
カネミ油症患者及び未認定患者を対象とした検診や、全国油症治
療研究班会議等に係る事務を実施する。

‐

動物愛護推進事業

市民や動物愛護団体、獣医師会等の関係者から構成する動物愛護
推進懇話会を開催し動物愛護管理行政に関する意見交換を実施、
街頭啓発やシンポジウムの開催などにより、動物の適正飼育の普
及啓発を推進する。

昨年同様、動物愛護推進懇話会で動物愛護
管理行政に関する意見交換を実施するとと
もに、動物愛護の市民意識の高揚のための
啓発事業を実施する。

食の安全安心確保推進事業
食品の安全確保により住民の健康保護を図ることを目的として、食
品の安全に関するリスクコミュニケーションを実施する。

食の安全・安心の確
保

消費者や事業者の衛生
意識の欠如による食中
毒等の発生や、消費者
から、非科学的根拠によ
る食品の安全に対する
不安の声が挙がってい
る。

消費者や事業者に対し、食品の安全に関す
る正しい知識・情報の提供を強化する。

食中毒予防総合対策事業
食中毒発生時の迅速な原因究明による健康被害の拡大防止や、流
通食品の汚染実態調査等により、食中毒の総合的な予防対策を実
施する。

食品衛生管理費

飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、安全で快適な市民生
活を確保するため、公衆衛生におよぼす影響の大きい営業・給食等
に対する監視指導・食品の検査・自主管理の推進等の事業を実施
する。

食品衛生協会運営補助金



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 10 人

主要 業務目的 課題

・動物の適正飼育に
関する啓発・PR
・動物取扱業に対す
る指導・監督
・収容動物の譲渡用
飼養

･飼い主不在ねこの
繁殖抑制
・新たな飼い主への
譲渡促進

・犬捕獲、犬ねこ引取
り、処分・焼却等

‐

機械設備や電器設備等
の施設が経年劣化（平成
５年開設）により老朽化
し、補修費がかさんでい
る。

‐

‐狂犬病予防及び動物管理費
動物の適正管理を図るため実施する狂犬病予防注射や登録業務
に伴う事務費

‐

犬・ねこ管理捕獲保護等事務
費

野犬・不係留の犬の捕獲、不用犬ねこの引取り、犬ねこの飼養管
理、畜舎管理、処分・焼却等を行う。

‐

動物愛護センター管理費 施設の維持管理等、一般管理を行う。

・その他

‐

犬の登録及び手数料収納事
務委託

法令に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射を実施し、当該手数
料の収納事務を委託する。

‐

動物愛護強化事業
動物愛護思想の啓発・普及を図り、適正飼育を推進する。また、動
物取扱業の登録、特定動物の飼養許可等を行う。

・法改正により、動物取
扱業者に対する規制強
化に伴う指導監督業務
や、犬ねこの終生飼育促
進に伴う引取り窓口での
指導相談業務が増加し
ている。
・糞放置や鳴き声騒音等
の苦情件数が依然として
多い。
・犬ねこの致死処分は
年々減少しているもの
の、子ねこの処分数が依
然多い。
・獣医師の人員不足によ
り、収容犬ねこの飼養管
理や治療行為等が十分
遂行できていない。

・適正飼育に関する指導や啓発活動の取組
み強化
・譲渡飼育システムの拡充・促進
・犬ねこ引取り相談に対する窓口指導の強
化

犬ねことの共生推進事業
ねこ対策を重点に、致死処分ゼロを目指して、飼い主不在ねこの繁
殖抑制を促進し（避妊手術の実施）、また、新たな飼い主への譲渡
を促進する。

千円 106,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

動物愛護センター

・犬ねこの処分数をできるだけ抑制するため、譲渡飼育システムの拡充・促進や飼い主からの引取り理由の厳格化を図る。
・苦情の多くを占める飼い主不在ねこの繁殖を抑制するため、地域で適正に管理されるものについては、センターで雌ねこの避妊手術
を実施する。
・その他適正飼育に関する指導や啓発活動の取組みを強化する。

課
長
名

山 本  康 之
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

145,213



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 10 人

主要 業務目的 課題

‐

安全な食肉を提供するために法律に基づいて実施していると畜検
査及び食鳥検査を行うための経費

食肉センター特別会計繰出
金（配分）

他会計へ繰出を要する経費のうち事務費等経常的な経費 ‐

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）検査業
務

安全な食肉を提供するために法律に基づいて実施しているＢＳＥ
（牛海綿状脳症）検査を行うための経費

安心安全な食肉の提
供

・鳥インフルエンザ、口蹄
疫、放射能問題等の新
たな対策が必要なケー
スの増加

・ソフト面では対応マニュアルの整備や講習
会参加等による新たな知識の習得。
・ハード面では検査機器等の購入

食肉衛生検査所維持管理費 食肉衛生検査所の運営に係る光熱水費

試験検査機器更新事業 試験検査機器の更新を行う経費

食肉衛生検査所事務費

千円 106,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

食肉センター と畜場法や食鳥処理法等の法令遵守を徹底することにより、市民に安全な食肉の提供を図る。

課
長
名

高根　浩太
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

236,010



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局　

重
点
項
目

課長 2 人

係長 9 人

職員 5 人

主要 業務目的 課題

その他 ―

○

○

○
夜間・休日急患センター管
理費

平日夜間、休日昼間及び夜間の救急医療体制としてセンター
及びサブセンター方式により開設している診療所の維持管理
費

戸畑休日急患診療所解体
事業

平成17年度末に診療を終了した「戸畑休日急患診療所」の解
体

―

夜間・休日急患センター運
営費

休日及び夜間の診療を行う夜間・休日急患センター並びに市
内２箇所の休日急患診療所を運営するために要する経費

一次救急医療体制の
維持・確保

・一次救急医療体制の維
持･確保
・市民に対する医療情報
の提供、適正受診の啓
発

夜間・休日急患センター、門司・若松休日急
患診療所における一次救急診療及びテレ
フォン相談員（看護師）による医療相談・病院
紹介の充実
適正受診、かかりつけ医に関する市民の理
解向上

夜間・休日急患センター事
務費

平日夜間、休日昼間・夜間の救急医療体制として、センター及
びサブセンター方式により開設している診療所の事務費

千円 150,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

夜間・休日急患センター 北九州市医師会をはじめとする関係機関と連携のもと、夜間・休日における一次救急医療体制の維持・確保を図る

課
長
名

富高　正雄
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

603,667



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 8 人

職員 3 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

第２夜間・休日急患センター
運営費

休日及び夜間の診療を行う第２夜間・休日急患センターを運営する
ために要する経費

一次救急医療体制の
維持・確保

・一次救急医療体制の維
持･確保
・市民に対する医療情報
の提供、適正受診の啓
発

・第２夜間・休日急患センターにおける一次
救急診療の充実
・適正受診、かかりつけ医に関する市民の理
解向上

第２夜間・休日急患センター
管理費

平日夜間、休日昼間及び夜間の救急医療体制として開設している
診療所の維持管理費

第２夜間・休日急患センター
事務費

平日夜間、休日昼間・夜間の救急医療体制として開設している診療
所の事務費

千円 125,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

第２夜間・休日急患センター 北九州市医師会をはじめとする関係機関と連携のもと、夜間・休日における一次救急医療体制の維持・確保を図る

課
長
名

佐々木　淳
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

322,035



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 4 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

○

○

○

○
人権の約束事運動の
推進

市民参加の推進

人権行政の見守り 人権施策の推進

約束事運動を通じて、市民参加の推進をは
かるもの。

北九州市人権施策審議会
人権施策の推進に係る基本的事項を調査審議する市の付属機関
で、人権行政を見守る第三者機関として位置づけ、人権行政指針に
基づき継続設置

人権施策の推進のため、人権施策審議会を
継続設置するもの。

テレビCMの制作・放映、人権啓発モニターからの意見聴取、法務
局・人権擁護委員協議会との連携により、小学生を対象に人権の花
運動を実施

啓発資料の作成・提供 人権啓発情報誌「いのち・あい・こころ」の制作、配布

人権問題啓発研修会
行政・企業等における人権啓発指導者を養成し、その指導力向上を
図るため、人権啓発推進者養成講座（基礎編・発展編）を開催

人権の約束事運動
人権に関する身近なテーマを約束事として掲げ、それを市内の団
体、企業、施設、学校、また、個人的なグループなどで守っていく市
独自の市民運動

人権週間に伴う人権啓発行
事

人権週間にあわせて各種行事（ふれあいフェスタ、講演会、街頭啓
発、人権作品【標語・ポスター】の募集・表彰、作品展示など）を実施

人権啓発事業の推進 人権意識の向上
人権意識の向上のため、各種事業の実施、
様々な媒体を通じての啓発を実施するもの。

福岡県同和問題啓発強調月
間行事

「福岡県同和問題啓発強調月間」にあわせて講演会、街頭啓発、啓
発映画のテレビ放映などを実施

人権問題視聴覚教材の整備
市民の人権意識の高揚を目指し、視聴覚教材を整備するため、人
権啓発映画の制作、ラジオ番組「明日への伝言板」の制作・放送

市民への広報活動

千円 61,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

人権文化推進課
・「人権文化のまちづくり」の実現
・人権啓発の推進

課
長
名

北口　良弘
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

130,300



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

人権に関する相談機
能の充実

人権に関する相談機能
の充実

若年者に対する技能
習得の支援

経済的に修学が困難な
人の支援

あらゆる人権相談に対応できる体制の整備

若年者専修学校等技能習得
資金貸付金

経済的な理由により専修学校等において修学することが困難なもの
に対して、技能習得資金を貸与（県補助10/10）

技能習得資金の貸与

人権文化推進事務費 人権推進センターの一般事務及び職員の各種研究集会派遣

その他 － －

人権啓発指導員の配置

人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を行うことを目的とし
て、市内の企業、団体、行政機関等が会員となって参加する組織の
活動に対して助成

福岡県人権研究所助成
同和問題の解決を図るため、市内唯一の部落史の調査・研究機関
である福岡県人権研究所に対し、福岡県・福岡市と３者で助成

公益財団法人人権教育啓発
推進センター

公益財団法人人権教育啓発推進センターとの連携を図り、啓発事
業をより一層効果的に実施

人権相談
様々な人権に関する相談窓口を設け、人権擁護委員協議会の相談
員が電話相談及び来庁者の相談対応

企業、ＰＴＡ、自治体などに対する人権研修並びに研修計画立案、
推進員に対する指導、助言、資料の作成等を担当

北九州市人権・同和教育研
究会助成

市民啓発の指導者組織である本研究会に対し助成

人権問題の解決に資
する団体との連携、
支援

人権啓発ネットワークの
充実

各種団体の支援を通じ、人権問題の調査・
研究を進め、ネットワークの充実をはかるも
の。

北九州市人権問題啓発推進
協議会助成



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 4 人

主要 業務目的 課題

地域改善対策事業の
推進

‐

人権課題の解決 ‐

‐

‐

‐

‐

地域交流センターの管理運
営（施設整備）

社会福祉法に基づく隣保事業を行う施設である地域交流センター９
館の改修を行う。

地域交流センターの
管理運営

‐

地域交流センターの管理運
営

社会福祉法に基づく隣保事業を行う施設として、地域住民の生活上
のさまざまな相談に応じたり、人権課題に対する正しい理解と認識
を深めてもらうための人権啓発や広報活動、住民の交流を進めるた
めの魅力ある講座や人権について学ぶイベント等を総合的に行う。

‐

集会所の管理（施設整備）
地域住民の自主的運営によるコミュニティー施設として地元に無償
貸付をしている集会所（７0箇所）の施設改修及び廃止集会所の解
体・撤去。

集会所の管理

‐

集会所の管理
地域住民の自主的運営によるコミュニティー施設として地元に無償
貸付をしている集会所施設の維持管理、財産管理を行う。

‐

地域改善対策推進事務

人権推進センター及び課の庶務に関する事務、地域交流センター
の集中経理事務、地域交流センター職員の採用及び研修事務、人
権・同和対策事業の予算及び決算の総括事務、人権・同和対策事
業の実施に係る連絡調整事務など。

‐

人権文化のまちづくり活動等
事業補助

人権課題解決のために自主的な活動を行っている当事者団体が取
り組んでいる、自主的な「人権文化のまちづくり」活動に対して補助
金を交付する事務。

‐

千円 61,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

同和対策課 人権課題の解決

課
長
名

青木　茂
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

332,606



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 3 人

職員 8 人

主要 業務目的 課題

患者の高齢化による参
加者の減少

事業の質向上のための
委託料の増加

北九州市特定呼吸器
疾病患者健康被害補
償要綱に基づく事業

患者の高齢化による難
渋する事業手続き
疾病の複雑化等に伴う
補償費の増加

元気な食生活・食環境整備
給食施設や食品関連事業者への指導・支援を充実することにより、
食を通じた社会環境を整備する。

食を通じた社会環境
の整備

　生活習慣病予防のた
めの個人向け事業は充
実してきたが、それを支
える社会環境の整備が
不十分。

・病院等の指導支援を主に実施している「元
気な食生活・食環境の整備」はそのまま継続
したうえで、新たに「（仮称）社食からヘルス・
コラボ推進事業」を実施し、「第２次北九州市
食育推進計画（H26-30)」において、食の問
題点が指摘されている青年期及び壮年期男
性を有する企業での栄養改善を促進する。
・H26に開始した「きたきゅう健康づくり応援店
事業」は継続し、さらに登録店の拡充を図
る。

社員食堂を通した健康づくり
推進事業

保険者・企業・給食事業受託者の連携による健康づくりの推進を支
援

健康づくり応援店事業
市民の健康づくりを応援する飲食店等を「きたきゅう健康づくり応援
店」として登録して支援する。

健康被害予防事業 大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業
広報を工夫して参加者の増加を図り、費用
対効果をあげる。

公害健康被害者補償給付
（市）

市独自認定による喘息公害患者のための救済補償事業
資格要件確認や治療内容の精査を行い、適
正執行を図る。

公害健康被害者補償給付
（法）（義務）

国が認定している喘息公害患者のための救済補償事業

公害健康被害補償に
関する法律に基づく
事業

患者の高齢化による難
渋する事務手続き
疾病の複雑化等に伴う
補償費の増加

認定更新、見直しの内容の精査を行い、適
正執行を図る。

公害健康被害者補償給付
（配分）

国が認定している喘息公害患者のための救済補償事業

公害保健福祉事業 喘息公害認定患者に対する福祉増進事業
参加者が減少している事業は縮小化し、家
庭療養指導を充実させる。

千円 101,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

総合保健福祉センター
管理課

【管理係】予算削減においても、安定的かつ効率的な施設の管理運営に努める。
【公害保健係】公害健康被害補償等に関する法律、北九州市特定呼吸器疾病患者健康被害補償要綱に基づく事業を行う。
　　　　　　　　　国の受託事業は、委託内容を適正に行う。
【栄養指導担当ライン】企業や飲食店等を支援し、食を通じた社会環境整備を図る。

課
長
名

管理課長事務取扱　松尾　良隆
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

1,390,450



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

廃止に向けた取り組み

地域保健推進職員の
人材育成

‐地域保健推進職員研修
地域保健法に基づき、職員の専門的技術の習得、資質向上を図る
とともに、社会情勢の変化に対応した政策立案能力、事業展開能力
等を持った人材を育成。

‐

保健統計事業
厚生労働統計事務（人口動態調査、国民生活基礎調査、社会保障・
人口問題基本調査、国民健康・栄養調査ほか）、その他の事務（北
九州市衛生統計年報の発行）など、各種調査を実施。

国からの受託事業 ‐ ‐
環境保健調査受託事業

大気汚染による健康被害を未然に予防するため、長期的かつ予見
的観点をもって、地域人口集団の健康状況と大気汚染との関係を
定期的・長期的に観察し、必要に応じて措置を講じるための国の調
査受託事業

石綿健康リスク調査

国が指定した一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害があっ
た可能性のある地域において、石綿暴露の可能性があったことと思
われる周辺住民に対して、問診、胸部Ｘ線検査、胸部ＣＴ検査等を実
施、胸膜プラーク等の所見の有無と健康影響との関係に関する知
見を収集

健康づくりセンター運営事業
生活習慣を改善するためのプログラム及びその実践の場の提供、
健康づくりに関する研究、研修、情報提供。

‐ ‐

保健所事務費
保健所各課の事務、保健所運営協議会、医師・歯科医師の知識向
上のための医師充足費等、保健所運営に係る配当事業。

総合保健福祉センター冷温
水発生機整備工事

交換部品の寿命の到来及び故障の増加に伴い、冷温水発生機の
全分解点検整備の実施。

施設の管理運営

‐ ‐
総合保健福祉センター管理
事業

総合保健福祉センターの管理運営。

保健・医療・福祉情報セン
ター管理事業

保健・医療・福祉に関する図書、雑誌、資料等の情報収集及び市民
等への情報提供。

‐



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 5 人

職員 17 人

主要 業務目的 課題

患者の相談対応、医
療機関への啓発等に
よるサービス向上

‐

良質かつ適切な医療
提供体制や、医療の
安全の確保

‐

青少年への薬物汚染
の拡大防止、医薬品
適正使用の啓発

・有職・無職青少年等へ
の効果的な啓発。

薬物乱用防止等啓発事業
新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業の一環である「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動の街頭啓発キャンペーンや、啓発資材の作成・配布、
「違法ドラッグ情報ダイヤル」による啓発・情報収集等を行う。

・昨年、「北九州市『青少年の非行を生まな
い地域づくり』推進本部」や『薬物乱用防止』
専門部会を設置、より実効性ある取組を検
討。

医療に関する相談体制整備
事業

医療に関する患者の相談対応や、医療機関への情報提供を行う。 ‐

医務薬務監視指導業務
医療機関や医薬品販売業の許認可や立入調査を行い、不適切箇
所への改善指導を実施する。

‐

千円 200,500 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

医務薬務課
・患者からの相談対応、医療機関への啓発等による患者サービスの向上に取り組む。
・医療機関等への立入調査等により、良質かつ適切な医療の提供体制や、医療の安全の確保を図る。
・青少年への薬物汚染の拡大防止、医薬品適正使用の啓発に取り組む。

課
長
名

田中　隆信
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

9,870



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 4 人

職員 7 人

主要 業務目的 課題

地域における公衆衛
生の向上と増進

‐細菌検査
社会福祉施設、保育施設等の調理従事者等に対する細菌検査を実
施

‐

結核定期外検診事業
結核患者発生時に家族や接触者等への健診実施や結核患者に対
して定期的に病状の調査を医療機関に行う

感染症対策、結核ま
ん延化防止

健診対象、期間等内容
の見直し
感染症の予防啓発の充
実
車両の老朽化による更
新

健診見直しや車両確保のための関係機関と
の連携協議
健康教育普及のための事例検討や啓発活
動の実施感染症患者移送事業

感染症発生時に患者を保健所長の指示に基づいて、感染症指定医
療機関まで搬送

千円 104,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

保健予防課
・感染症対策、結核まん延化防止
・地域における公衆衛生の向上と増進

課
長
名

五島優子
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

9,517



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 7 人

職員 30 人

主要 業務目的 課題

環境衛生関係施設に対
する監視指導
・公衆浴場におけるレジ
オネラ対策
・専用水道のクリプトスポ
リジウム対策

食品衛生関連施設に対
する監視指導
・寄生虫を原因とする新
たな食中毒への対応
・肉の生食を原因とする
食中毒の防止

－

草刈事業事務費
まちの美観維持と生活環境の保全を図るため、空き地の除草意識
の普及、空き地の管理者に対する除草指導、管理者からの除草受
託等

防疫事業事務費
感染症の予防等、市民生活の安全・安心を図るため、鼠族・衛生害
虫の対策等に必要な業務を実施

防疫施設維持管理費 防疫施設の維持管理

環境衛生事務費（保健所）

環境衛生関係営業等（理・美容所、クリーニング所、旅館、興行場、
公衆浴場、墓地・納骨堂、専用水道、温泉利用、特定建築物など）
の許可・確認、監視・指導・検査業務、医療免許等の申請書受理、
書換交付・再交付申請書の受理、進達、交付業務を実施

公衆衛生の向上

自主管理体制の確立に向けての指導強化

食品衛生事務費（保健所）

食品衛生法、福岡県食品取扱条例に基づき、申請による営業許可
業務、食品取扱施設に対して立入検査等、調理師法、製菓衛生師
法および福岡県ふぐ取扱条例に基づく受験願書の受理、免許交付・
書換交付・再交付等申請書の受理、進達、交付業務

営業者への指導・啓発の強化

防疫事業委託費
感染症の予防等、市民生活の安全を図るため、害虫駆除（薬剤散
布）、ねずみの捕獲、ハチの緊急駆除を業務委託

－

千円 318,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

東部生活衛生課
西部生活衛生課

公衆衛生の向上

課
長
名

小田　卓爾
田中　香

コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

38,496



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

保健福祉局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 9 人

主要 業務目的 課題

食品関係施設の監視
指導及び食品等の検
査による食の安全確
保

・法令により営業者が行
うべき衛生措置や食品
の規格などの基準が定
められているが、必ずし
も完璧に守られていると
は限らない。

その他 -

食の安全のための検査・監
視事業

中央卸売市場内関連施設及び食品製造施設等の監視指導並びに
市内流通食品の試験検査を行い、違反・不良食品の排除、食中毒
発生の未然防止、食の安全確保を行う。

・本市の食品衛生監視指導計画に基づき、
立入検査、収去、検査等を行い、営業者の
基準の遵守状況を調査して、違反や不備等
を是正させる。

食品衛生検査所維持補修費
食品監視検査課が使用する事務所及び食品衛生検査所検査室の
維持管理を行う。

-

千円 99,000 千円

事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

食品監視検査課
・食品衛生法に基づき、中央卸売市場内食品関係施設や食品製造施設等の監視･指導、収去(検査をするために食品等を無償で持ち
帰ること)、市内流通食品の検査等を行い、食の安全を確保する。

課
長
名

出光　誠
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額

5,260


